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は じ め に 
 

我が国においては、少子高齢化に伴う人口減少により、

家庭や地域における子育て力の低下、児童虐待、育児放棄

（ネグレクト）や発達障がいをはじめとする個々の児童に

かかる課題のほか、令和元年１０月から開始されました

「幼児教育・保育の無償化」により保護者の負担軽減が図

られる一方で、保育園・幼稚園等の利用希望者が増加する

など、保育施設等が果たすべき責任と期待される役割は重

要となっております。 

本市におきましては、平成２７年４月から子ども・子育て支援新制度が施行され

ることに伴い、「新居浜市子ども・子育て支援事業計画（第 1 期計画）」を策定し、

幼児期における教育・保育の総合的な提供・確保及び地域の子育て支援の充実に努

めてまいりました。 

今年度末をもって、第 1 期計画が期間満了を迎えるにあたり、引き続き、本市の

子育て支援に関連する様々な分野の取組を総合的、計画的に推進するため、令和２

年度から５年間を計画期間とする「第２期新居浜市子ども・子育て支援事業計画」

を策定いたしました。 

本計画においては、「子どもがまんなか 家庭と地域を笑顔でつなぎ みんなが

育つあかがねのまち」を基本理念に掲げ、ますます多様化が進む子育て世代のニー

ズに的確に対応した各種施策を効果的に展開することにより、市民の皆様が安心し

て出産・子育てができ、また、全ての子どもたちが夢や希望を持って健やかに生活

できる環境整備を進めてまいります。 

最後になりますが、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました新居浜市子ど

も・子育て会議委員の皆様をはじめ、子育て支援に関するニーズ調査等にご協力い

ただきました多くの市民の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

令和２年３月 

                 新居浜市長 石 川 勝 行 
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第１章 計画の概要 

 

【１】 計画策定の背景 

 

我が国では、子育てを取り巻く環境は近年大きく変化し、就労ニーズの多様化に伴う保

育施設における待機児童問題や、育児不安を抱える家庭の増加など、様々な課題が顕在化

しており、子育てを社会全体で支援していくことが必要となっています。 

一方で、一人の女性が生涯に産む子どもの数に当たる「合計特殊出生率」は、我が国に

おいて昭和 50（1975）年に 2.0 を下回ってからは減少を続けており、近年では一時微増傾

向にあったものの再び減少に転じ、平成 30（2018）年時点において 1.42 となっています。 

そのような中、国においては「子ども・子育て支援法」をはじめとする「子ども・子育

て関連３法」（以下「子ども・子育て支援法」と言います。）を制定し、平成 27（2015）

年度から「子ども・子育て支援新制度」を施行することにより、幼児期の学校教育・保育、

地域の子ども・子育て支援を総合的に推進しています。 

この新制度は「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「地域の子ども・子

育て支援の充実」「保育の量的拡大・確保」をその目的として掲げ、幼児期の学校教育・

保育、地域の子ども・子育て支援の総合的な推進を図るものです。また、国においては、

待機児童の解消を目指す「子育て安心プラン」の改定や、「新・放課後子ども総合プラン」

の策定、幼児教育・保育の無償化等、子育て支援施策を加速化しています。 

 

【２】 新居浜市における取組 

 

本市においては、平成 27（2015）年３月に「子どもがまんなか 家庭と地域を笑顔でつ

なぎ みんなが育つあかがねのまち」を基本理念とした、「新居浜市子ども・子育て支援

事業計画（平成 27～31 年度）」（以下「第１期計画」と言います。）を策定しました。 

本市ではこの第１期計画に基づき、幼児期における多様な教育・保育・子育て支援体制

の整備・充実、家庭における子育て力の向上、仕事と子育ての両立支援、子育てを通じた

地域の活性化などを推進してきました。 

第１期計画は、平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度までの５年間を対象期間と

しており、この度、計画期間の満了に伴い「第２期 新居浜市子ども・子育て支援事業計

画」（以下「本計画」と言います。）を策定します。 

本計画は、国及び県の方向性を踏まえ、第１期計画における取組の進捗評価をはじめ、

アンケート結果に基づく市民の意識やニーズ、新居浜市子ども・子育て会議における審議

等を踏まえ、本市における子育て支援に関連する様々な分野の取組を、総合的、計画的に

推進することを目的として策定しています。 
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【３】 計画の位置付け 

 

本計画は、「子ども・子育て支援法」に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

であり、「次世代育成支援対策推進法」による「市町村行動計画」の役割も担っています。

さらに、母子の健康水準を向上させるための取組を推進する国民運動計画「健やか親子２

１」の趣旨を踏まえた計画とします。また、本市の最上位計画である「第五次新居浜市長

期総合計画（～あかがねのまち、笑顔輝く～産業・環境共生都市）」における、子ども・

子育てに関する分野別計画の役割も有しています。 

 

【本市における計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考／「子ども・子育て支援法」（市町村子ども・子育て支援事業計画）】（抜粋） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する

計画を定めるものとする。 

 

【参考／「次世代育成支援対策推進法」（市町村行動計画）】（抜粋） 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に

関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健

康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを

育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活と

の両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定するものとす

る。 

 

 

連携   関連計画 

●新居浜市健康増進計画（元気プラン

新居浜２１） 

●新居浜市障がい者計画・障がい福祉

計画・障がい児福祉計画 

●新居浜市男女共同参画計画 など 

【本計画】 

第２期 新居浜市子ども・子育て支援事業計画 

第五次新居浜市長期総合計画 

～あかがねのまち、笑顔輝く～ 産業・環境共生都市 

新居浜市地域福祉推進計画 
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【４】 計画の期間 

 

本計画の期間は、令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間とします。 

なお、量の見込みや確保方策などに変更の必要性が生じた場合は、適宜、見直す場合が

あります。 

 

【５】 計画の策定方法 

 

１ 新居浜市子ども・子育て会議における審議 

計画の策定に当たっては、「子ども・子育て支援法」及び「新居浜市子ども・子育て会

議条例」に基づき、子育て支援に関わる学識経験者や各種団体、組織の関係者などから構

成される「新居浜市子ども・子育て会議」において、本計画の内容についての審議を行い

ました。 

 

２ ニーズ調査（アンケート調査）の実施 

市内の子育て中の保護者における、教育・保育施設・子育て支援事業の利用状況や、子

育てについての意見・要望等を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的として、ニー

ズ調査（アンケート調査）を実施しました。 

 

調査名称 新居浜市 子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

調査対象 

就学前児童／市内に居住する０歳から小学校入学前までの子どもが

いる家庭（保護者） 

小学生／市内に居住する小学生の子どもがいる家庭（保護者） 

調査方法 郵送配布・回収 

調査期間 令和元（2019）年６～７月 

配布・回収状況 

 
  

全体 就学前児童 小学生 

配布数 2,000 件 1,500 件 500 件 

有効回収数 1,115 件 859 件 256 件 

有効回収率 55.8％ 57.3％ 51.2％ 
 

 

３ パブリックコメントの実施 

計画案についてのパブリックコメント（意見公募）により、幅広く意見を募りました。 
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第２章 子どもを取り巻く本市の現状 

 

【１】 人口等の状況 

 

１ 総人口・世帯数の推移 

本市の総人口は、平成 31（2019）年３月末日現在 119,281 人であり、平成 26（2014）

年から約 4,400 人の減少（平成 26（2014）年を 100.0 とした場合 96.4）となっています。

近年、人口は緩やかに減少しており、１世帯当たりの人口数を示す世帯人員も、平成 26

（2014）年の 2.17 人から平成 31（2019）年で 2.07 人と減少しています。 

 

【人口・世帯数の推移】 

 
平成 26 

（2014）年 

平成 27 

（2015）年 

平成 28 

（2016）年 

平成 29 

（2017）年 

平成 30 

（2018）年 

平成 31 

（2019）年 

人口（人） 123,696 122,751 121,966 121,211 120,351 119,281 

世帯数（世帯） 57,055 57,147 57,237 57,339 57,461 57,573 

世帯人員（人/世帯） 2.17 2.15 2.13 2.11 2.09 2.07 

人口増減率（％） 100.0  99.2  98.6  98.0  97.3  96.4 

世帯数増減率（％） 100.0  100.2  100.3  100.5  100.7  100.9 

注：増減率は、平成 26（2014）年を 100.0 とした場合の各年の割合を示す。 
資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）（外国人を含む。） 

 

 

２ 地区別人口・世帯数の推移 

地区別でみると、全ての地区において、人口は減少傾向、世帯数はおおむね緩やかな増

加で推移しています。 

 

【地区別人口・世帯数の推移】 

  
平成 26（2014）年 平成 31（2019）年 人口 

増減率 

（％） 

世帯数 

増減率 

（％） 人口 世帯数 世帯人員 人口 世帯数 世帯人員 

新居浜市全体  123,696 57,055 2.17 119,281 57,573 2.07 -3.6 0.9 

  川西地区 33,339 15,915 2.09 32,465 16,030 2.03 -2.6 0.7 

 川東地区 34,725 15,801 2.20 33,117 15,792 2.10 -4.6 -0.1 

  上部西地区 24,194 10,843 2.23 23,245 10,954 2.12 -3.9 1.0 

  上部東地区 31,438 14,496 2.17 30,454 14,797 2.06 -3.1 2.1 

注：増減率は、平成 26（2014）年を基準とした場合の平成 31（2019）年の割合を示す。 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）（外国人を含む。） 
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３ 年齢別人口 

年齢別の人口構成比をみると、平成 27（2015）年では年少人口（14 歳以下）は 13.3％、

生産年齢人口（15～64 歳）は 55.9％、高齢者人口（65 歳以上＝高齢化率）は 30.8％となっ

ており、高齢化率は増加で推移しています。また、年少人口は緩やかな減少で推移してお

り、少子高齢化の進行がうかがえます。 

 

【年齢３区分人口構成比】 

14.5 

13.9 

13.7 

13.3 

12.4 

63.8 

61.7 

59.3 

55.9 

57.0 

21.7 

24.4 

27.0 

30.8 

30.6 

凡例（％）

平成12（2000）年

平成17（2005）年

平成22（2010）年

平成27（2015）年

参考／愛媛県（平成27（2015）年）

年少人口

（14歳以下）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

 
資料：国勢調査 

 

さらに、年齢を５歳階級別でみると、男女共に 60 歳代後半から 70 歳代前半の、いわゆ

る「団塊の世代」及び 40 歳代の「団塊ジュニア層」が多くなっています。また、80 歳以

上になると、女性の人口が男性を大きく上回っています。 

 

【年齢５歳階級別人口】 

（人）

80歳以上

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

4,156

3,115

4,268

4,319

3,350

3,401

3,674

4,328

4,177

3,420

3,087

2,689

2,727

2,842

2,735

2,635

2,335

02,5005,0007,50010,000

【男 性】

8,394

4,045

4,944

4,885

3,627

3,412

3,514

4,240

3,832

3,303

2,899

2,385

2,507

2,744

2,555

2,511

2,226

0 2,500 5,000 7,500 10,000

【女 性】

 

資料：住民基本台帳（平成 31（2019）年３月末日現在）（外国人を含む。） 
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４ 子どもの人口推移 

本市の５歳以下の子どもの人口推移をみると、平成 31（2019）年３月末日現在 5,565 人

であり、近年は緩やかな減少で推移しています。 

地区別に子ども人口の推移をみると、いずれの地域も、緩やかながらおおむね減少ある

いは横ばいで推移しています。 

 

【子どもの人口推移（０～５歳合計）】 

6,445 6,218 6,115 5,963 5,821 5,565 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成26

（2014）年

平成27

（2015）年

平成28

（2016）年

平成29

（2017）年

平成30

（2018）年

平成31

（2019）年

（人）

 
 

【子どもの年齢別人口推移】 

3,125 3,017 2,987 2,913 2,813 
2,648 

3,320 3,201 3,128 3,050 3,008 2,917 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成26

（2014）年

平成27

（2015）年

平成28

（2016）年

平成29

（2017）年

平成30

（2018）年

平成31

（2019）年

０～２歳 ３～５歳（人）

 
 

【地区別子どもの人口推移（０～５歳合計）】 

1,986 1,914 1,878 1,813 1,841 1,801 

1,737 1,679 1,633 1,601 1,499（川東）

1,405 

1,125 1,098 1,072 1,042 999 1,012 

1,597
1,527 1,532 1,507 1,482（上部東） 1,347 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成26

（2014）年

平成27

（2015）年

平成28

（2016）年

平成29

（2017）年

平成30

（2018）年

平成31

（2019）年

川西地区 川東地区 上部西地区 上部東地区

（人）

 
資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）（外国人を含む。） 
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５ 出生等の状況 

（１）年間出生数の推移 

本市の出生数は、近年、緩やかな減少で推移しており、平成 29（2017）年は 925 人となっ

ています。 

 

【出生数の推移】 

1,050 1,054 
989 992 948 925 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成24

（2012）年

平成25

（2013）年

平成26

（2014）年

平成27

（2015）年

平成28

（2016）年

平成29

（2017）年

（人）

 

資料：人口動態統計 

 

 

（２）合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は、平成 20（2008）年～平成 24（2012）年の平均では、1.80 と

近年では最も高くなっています。 

 

【合計特殊出生率の推移】 （単位：人） 

 
平成 10（1998）年 

～平成 14（2002）年 

平成 15（2003）年 

～平成 19（2007）年 

平成 20（2008）年 

～平成 24（2012）年 

新居浜市 1.64 1.60 1.80 

資料：人口動態保健所・市区町村別統計 

  

 
平成 25 

（2013）年 

平成 26 

（2014）年 

平成 27 

（2015）年 

平成 28 

（2016）年 

平成 29 

（2017）年 

参考／愛媛県 1.52 1.50 1.53 1.54 1.54 

参考／国 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 

資料：人口動態統計 
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６ 婚姻の状況 

本市の未婚者数と既婚者数を年齢別にみると、男性の場合、20 歳代後半までは未婚者数

が既婚者数を上回っていますが、30 歳代前半になると逆転することから、30 歳代が婚姻

の中心的年齢層であることが分かります。女性の場合も、30 歳代前半に逆転していますが、

男性に比べ既婚者数は大きく上回っています。 

 

【年齢別未既婚者数と未婚率】 
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資料：国勢調査（平成 27（2015）年） 
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７ 年齢別就業率 

本市における女性の就業率をみると、30 歳代前半の「婚姻～子育て開始時期」に一旦低

下し、その後、再び上昇をみせる「Ｍ字カーブ※」の状況がうかがえます。 

 

【年齢別就業率（県比較）】 

13.9 
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資料：国勢調査（平成 27（2015）年） 

 

本市の就業率は、平成 22（2010）年に比べ全体的に増加しており、特に 20 歳代後半の

増加が顕著となっています。また、30 歳代以上の年齢層でも増加傾向にあることから、共

働き世帯が増えていることがうかがえます。しかし、依然として「Ｍ字カーブ」の状況に

あります。 

 

【女性の年齢別就業率（経年比較）】 
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資料：国勢調査 

※【Ｍ字カーブ】日本の女性の就業率を年齢階級別にグラフ化したとき、例えば 30 歳代前半を谷とし、20 歳代後半と 30

歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になること。 

 

 



10 

 

８ 世帯の状況 

（１）世帯構成 

世帯構成について、平成 17（2005）年から平成 27（2015）年までの推移でみると、「ひ

とり親と子どもの世帯」「単身世帯」は緩やかな増加で推移していますが、「夫婦と子ども

の世帯」は減少傾向にあります。また、世帯人員が多い「三世代世帯」は減少傾向にあり、

世帯規模の縮小がうかがえます。 

 

【世帯構成の推移】 

25.6 

24.4 

24.0 

29.4 

27.5 

26.6 
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10.2 
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三世代

世帯

単身世帯 その他

 

資料：国勢調査 

 

 

（２）ひとり親家庭の状況（20 歳未満の子どもがいる世帯） 

本市の 20 歳未満の子どもがいるひとり親家庭については、平成 27（2015）年で 1,039

世帯となっており、うち母子世帯が 915 世帯（88.1％）、父子世帯が 124 世帯（11.9％）

となっています。 

 

【ひとり親家庭の状況】 
 

平成 17（2005）年 平成 22（2010）年 平成 27（2015）年 

ひとり親家庭（合計） 1,071 1,054 1,039 

 
母子世帯数 953（89.0％） 936（88.8％） 915（88.1％） 

父子世帯数 118（11.0％） 118（11.2％） 124（11.9％） 
 

資料：国勢調査 
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【２】 子育て支援施設等の利用状況 

 

１ 教育・保育施設の利用状況 

（１）保育所の状況 

本市の保育所は、令和元（2019）年度は、公立が 10 施設、私立が 17 施設で、合計 27

施設となっています。入所児童数は、緩やかな増減を繰り返しながら推移しており、令和

元（2019）年度は 2,593 人、施設充足率は 92.8％となっています。 

 

【保育所入所児童数の推移】 
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【保育所の入所児童数】 

    
平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

施設数（園） 26 26 26 26 27 

  公立 10 10 10 10 10 

  私立 16 16 16 16 17 

定員（人） 2,740 2,740 2,740 2,740 2,795 

  公立 980 980 980 980 980 

  私立 1,760 1,760 1,760 1,760 1,815 

入所児童数（人） 2,626 2,596 2,595 2,617 2,593 

  公立 772 771 760 783 782 

  私立 1,854 1,825 1,835 1,834 1,811 

施設充足率（％） 95.8 94.7 94.7 95.5 92.8 

  公立 78.8 78.7 77.6 79.9 79.8 

  私立 105.3 103.7 104.3 104.2 99.8 

資料：庁内資料（広域委託を除く市内のみの数値）各年度４月１日現在 
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（２）認定こども園の状況 

本市の認定こども園は、令和元（2019）年度は４施設となっています。２・３号認定の

入所児童数は増加で推移しており、令和元（2019）年度は 149 人、施設充足率は 82.8％と

なっています。 

 

【認定こども園入所児童数（２・３号認定）の推移】 
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【認定こども園の入所児童数（２・３号認定）】 

    
平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

施設数（園） 1 1 3 3 4 

  幼稚園型 1 1 1 1 2 

  幼保連携型 0 0 2 2 2 

定員（人） 60 60 120 120 180 

  幼稚園型 60 60 60 60 120 

  幼保連携型 - - 60 60 60 

入所児童数（人） 30 39 84 97 149 

  幼稚園型 30 39 51 58 104 

  幼保連携型 - - 33 39 45 

施設充足率（％） 50.0 65.0 70.0 80.8 82.8 

  幼稚園型 50.0 65.0 85.0 96.7 86.7 

  幼保連携型 - - 55.0 65.0 75.0 

資料：庁内資料（広域委託を除く市内のみの数値）各年度４月１日現在 
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（３）地域型保育施設の状況 

本市の地域型保育施設は、令和元（2019）年度は５施設となっています。入所児童数は

84 人とおおむね横ばいで推移していますが、施設充足率は 80.8％と、緩やかに低下して

います。 

 

【地域型保育事業所入所児童数の推移】 
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【地域型保育事業所の入所児童数】 

    
平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

施設数（園） 4 4 5 5 5 

定員（人） 67 75 87 96 104 

入所児童数（人） 36 52 80 82 84 

施設充足率（％） 53.7 69.3 92.0 85.4 80.8 

資料：庁内資料（広域委託を除く市内のみの数値）各年度４月１日現在 
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（４）幼稚園の状況 

本市の幼稚園は、令和元（2019）年度は９施設あり、入園児童数は緩やかな減少で推移

しています。 

 

【幼稚園入園児童数の推移】 
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【幼稚園の入園児童数】 

    
平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

施設数（園） 12 12 9 9 9 

園児数（人） 1,382 1,360 1,194 1,178 1,132 

資料：庁内資料（学校基本調査） 
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認定こども園（１号認定）の入所児童数、施設充足率は共に増加しており、令和元（2019）

年度の入所児童数は 337 人、施設充足率は 65.8％となっています。 

 

【認定こども園入所児童数（１号認定）の推移】 
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【認定こども園の入所児童数（１号認定）】 

    
平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

施設数（園） 1 1 3 3 4 

  幼稚園型 1 1 1 1 2 

  幼保連携型 0 0 2 2 2 

定員（人） 140 140 302 302 512 

  幼稚園型 140 140 140 140 350 

  幼保連携型 - - 162 162 162 

入所児童数（人） 82 87 147 173 337 

  幼稚園型 82 87 82 107 284 

  幼保連携型 - - 65 66 53 

施設充足率（％） 58.6 62.1 48.7 57.3 65.8 

  幼稚園型 58.6 62.1 58.6 76.4 81.1 

  幼保連携型 - - 40.1 40.7 32.7 

資料：庁内資料（広域委託を除く市内のみの数値）各年度４月１日現在 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の利用状況 

（１）時間外保育事業 

時間外保育事業は、通常の保育時間を超えて、さらに延長して保育を行う事業です。利

用者数については、保育所の延長保育、幼稚園の預かり保育共に、近年はおおむね横ばい

で推移していましたが、令和元（2019）年度は、延長保育の利用者数が増加しています。 

 

【時間外保育事業の利用状況】 （単位：人） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

延長保育（保育所） 1,062 1,057 1,054 1,053 1,250 

預かり保育（幼稚園） 1,159 1,147 1,149 1,149 1,149 

注：令和元（2019）年度は、４月１日現在。（以下同様） 

 

（２）一時預かり事業 

保護者の就労や求職活動、病気やけが、出産、介護、冠婚葬祭、リフレッシュ等により、

一時的に家庭での保育が困難な場合に、子どもを保育所等に預けることができる事業です。

２号認定における定期利用者数は、増加で推移していましたが平成 30（2018）年度に減少

に転じ、令和元（2019）年度は延べ 1,150 人となっています。また、定期以外の利用者数

は、平成 27（2015）年度から大きく増加し、延べ 6,300 人となっています。 

 

【一時預かり事業の利用状況】 （単位：延べ人） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

２号認定（定期利用） 805 1,583 1,651 1,214 1,150 

その他（定期以外） 2,787 3,848 4,045 6,348 6,300 

 

（３）病児・病後児保育事業 

病児・病後児保育事業は、病気やけがの児童（病児）及び回復期にある児童（病後児）

を、専門の保育室で看護師・保育士などの専門職員により預かるサービスです。利用者数

については、緩やかな減少傾向にありましたが、平成 30（2018）年度に増加に転じ、令和

元（2019）年度は延べ 320 人となっています。 

 

【病児・病後児保育事業の利用状況】 （単位：延べ人） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

病児・病後児保育事業 232 220 202 295 320 
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（４）地域子育て支援拠点事業 

地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流や育児相談などを行う事業です。利用者数

は、近年、増加で推移しており、令和元（2019）年度は延べ 61,000 人となっています。 

 

【地域子育て支援拠点事業の利用状況】 （単位：延べ人） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

地域子育て支援センター 

子育て広場 
41,355 48,744 49,900 55,260 61,000 

 

（５）放課後児童健全育成事業 

仕事などで日中保護者が家庭にいない小学生の児童を対象に、授業終了後などに預かり、

適切な生活の場を提供します。低学年の利用はおおむね横ばいで推移していますが、高学

年での利用は増加傾向にあります。 

 

【放課後児童健全育成事業の利用状況】 （単位：人） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

低学年 1,118 1,205 1,203 1,193 1,209 

高学年 99 117 165 161 225 

 

（６）子育て短期支援事業 

ショートステイは、保護者の病気や出産、家族の介護、冠婚葬祭等への出席のため、家

庭において児童の養育が困難になった場合、児童養護施設等において子どもを一定期間預

かる事業です。トワイライトステイは、保護者が仕事やその他の理由により、平日の夜間

又は休日に不在となり、家庭において児童の養育が困難な場合に児童養護施設等において

子どもを預かる事業です。利用者数は、令和元（2019）年度は延べ２人となっています。 

 

【子育て短期支援事業の利用状況】 （単位：延べ人） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

ショートステイ・トワイライトステイ 0 1 0 0 2 

 

（７）妊婦健康診査事業 

妊娠中の母親の健康状態や、胎児の発育状況などを定期的に確認する妊婦健診にかかる

費用の一部を公費で負担します。利用者数は、近年、減少で推移しており、令和元（2019）

年度は 1,100 人となっています。  

 

【妊婦健康診査事業の利用状況】 （単位：人） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

妊婦健康診査事業 1,472 1,427 1,348 1,232 1,100 
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（８）乳児家庭全戸訪問事業 

乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、情報提供等を行います。乳

児家庭の孤立を防ぎ、健全な育成環境の確保を図ります。利用者数は、近年、緩やかな減

少傾向にあり、令和元（2019）年度は 850 人となっています。  

 

【乳児家庭全戸訪問事業の利用状況】 （単位：人） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

乳児家庭全戸訪問事業 990 947 927 849 850 

 

（９）養育支援訪問事業 

支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師などがその家庭を訪問し、養育に

関する指導や助言を行い、適切な養育の実施を確保することを目的とした事業です。事業

の利用件数は、緩やかな増減を繰り返しながら推移しており、令和元（2019）年度は 600

件となっています。  

 

【養育支援訪問事業の利用状況】 （単位：件） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

養育支援訪問事業 478 495 602 545 600 

 

（10）子育て援助活動支援事業 

育児の援助を受けたい人（利用会員）と、育児の援助を行いたい人（援助会員）が会員

となり、地域で子育てを助け合う相互援助活動です。利用件数は、緩やかな減少で推移し

ており、令和元（2019）年度は 2,731 件となっています。  

 

【子育て援助活動支援事業の利用状況】 （単位：件） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

ファミリー・サポート・センター 2,840 2,796 2,768 2,731 2,731 

 

（11）利用者支援事業 

地域の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業の利用について、情報の

提供を行い、利用に当たっての相談に応じる事業です。令和元（2019）年度は３か所で対

応しています。  

 

【利用者支援事業の利用状況】 （単位：か所） 

 平成 27 

（2015）年度 

平成 28 

（2016）年度 

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

利用者支援事業 1 2 2 3 3 
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第３章 本市の現状分析と課題 

 

【１】 第１期計画の検証 

 

本市では、第１期計画に基づき、主に子育て家庭を対象とした子育て支援の取組を推進

しています。それらの取組は、教育・保育分野をはじめ庁内の様々な分野にわたっていま

す。そのため、各担当部署においては、定期的にそれらの取組の進捗状況を点検し、問題

点や課題を抽出して検証を行い、次年度の取組に反映させています。 

ここでは、第１期計画の「施策体系」における４つの基本方針と、それに関連する基本

施策ごとに、事業進捗状況の検証を踏まえた今後の取組の方向性を整理しました。 

 

【参考／第１期計画の施策体系】 

基本方針１ 子育ての喜びを共感するまちづくり 

 
基本施策１ 子育て情報の収集・発信 

基本施策２ 妊娠・出産期家庭への切れ目のない支援 

基本施策３ 子育て家庭と地域とのつながりづくり 

基本方針２ 安心して子育てできるまちづくり 

 

基本施策１ 家庭の実情に応じた教育・保育の確保と提供 

基本施策２ 子育てに伴う不安や負担の軽減 

基本施策３ ひとり親家庭に対する負担の軽減 

基本施策４ ワーク・ライフ・バランスの推進 

基本方針３ 子どもの笑顔あふれるまちづくり 

 
基本施策１ 親と子の健康と福祉の充実 

基本施策２ 障がいや発達に遅れのある子どもへの支援 

基本施策３ 幼保小の連携の推進 

基本方針４ 子育てによる共育のまちづくり 

 
基本施策１ 家庭における子育て力の向上 

基本施策２ 地域における子育て力の再生 

基本施策３ 地域における子どもの健全な発達のための良質な環境整備 
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基本方針１ 子育ての喜びを共感するまちづくり 

 

基本施策１ 子育て情報の収集・発信 

【これまでの主な取組内容】 

○子育て支援に関する窓口の一元化、各種施策の集約化を図り、子育て家庭が必要とする

情報を取りまとめて分かりやすく情報発信しました。 

○妊娠・出産・育児の知識の習得と仲間づくりを目指し、妊婦とその家族を対象としたコー

ス学習を実施しました。 

○様々な機会を捉え、妊婦・乳幼児期からの食の重要性や正しい生活習慣を身に付けるた

めの情報を提供しました。 

○子育て支援相談体制の充実を図るとともに、子育て相談員等の人材育成を行いました。 

 

今後の主な取組の方向性※ 

●子育て家庭に必要な情報や、各種施策の集約と分かりやすい情報の発信。 

●妊婦とその家族が参加しやすい学級や講座の開催。 

●妊婦・乳幼児期からの食の重要性や、正しい生活習慣を身に付けるための情報提供。 

●妊娠期から子育て期まで身近な地域で支援できる体制の充実。 

※継続して取り組む内容も含む。（以下同様。） 

 

基本施策２ 妊娠・出産期家庭への切れ目のない支援 

【これまでの主な取組内容】 

○母子健康手帳を交付し、保健指導を実施しました。 

○支援が必要な妊婦に妊婦支援計画を作成し、包括的な支援に取り組みました。 

○乳児家庭を全戸訪問し、相談等に応じました。 

○主任児童委員等が見守り訪問等を行い、支援活動を行いました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●妊婦への保健指導及び全員を対象とした子育て応援プランの作成。 

●支援が必要な妊婦を対象とした、妊婦支援計画の作成及び包括的な支援。 

●乳児がいる家庭への全戸訪問や、主任児童委員の見守り訪問等による相談・支援活動。 

 

基本施策３ 子育て家庭と地域とのつながりづくり 

【これまでの主な取組内容】 

○各公民館等で子育て中の保護者と地域の子育て経験者の交流の場をつくりました。 

○子どもを交通事故や犯罪等から守るため、登下校時の見守りや声掛け活動などを促進し

ました。 

○子育てに関する各種市民活動団体のネットワーク化を支援しました。 

○妊娠・出産期にある家庭へ、必要に応じてヘルパーを派遣しました。 
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○子育て世代の保護者が気軽に集い、意見を出し合える場、保護者同士のネットワークづ

くりを促進しました。 

○子育て家庭応援プロジェクト事業を推進しました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●地域における子育て中の保護者と子育て経験者が交流できる場の充実。 

●子どもの見守り活動や声掛け運動の推進。 

●子育てに関する各種市民活動団体のネットワーク化などの促進。 

●妊娠・出産期の家庭へのヘルパー派遣。 

●各校区に、子育て支援の推進母体となる組織の設置運営を目指した調査研究と組織化に

向けた検討。 

●子育て世代の保護者が気軽に集まりやすい場の充実。 

●市の特性と保護者のニーズに応じた、包括的で有効な子育て支援策の推進。 

 

 

基本方針２ 安心して子育てできるまちづくり 

 

基本施策１ 家庭の実情に応じた教育・保育の確保と提供 

【これまでの主な取組内容】 

○保護者の就労等、子育て家庭の実態に応じた保育サービスを提供しました。 

○多様な教育・保育施設を確保するため、認定こども園を整備しました。 

○子育て家庭のニーズに対応した施設機能の充実・強化を図りました。 

○保育士不足の解消に向けて、柔軟な保育の提供体制を整備しました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●子育て家庭のニーズに応じた、保育サービスの提供及び施設機能の充実・強化。 

●認定こども園への移行に向けた協議の推進。 

●保育士の安定的な確保と柔軟な保育の提供体制の整備。 

 

基本施策２ 子育てに伴う不安や負担の軽減 

【これまでの主な取組内容】 

○子育て家庭の多様な不安や悩みが解消できるよう、家庭児童相談室の設置や「ほっと

コーナー」の実施など、相談体制を充実させました。 

○ファミリー・サポート・センター事業や、放課後児童健全育成事業の充実を図りました。 

○様々な理由により家庭での保育が困難な子どもを対象とした支援を行いました。 

○休日や夜間、深夜の診療体制を整備しました。 

○障がい児の健全育成とその家庭の支援を目的とした各種事業を実施しました。 
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○児童手当等、制度による経済的支援をはじめ、就学前医療費助成、子育て用品のリユー

ス・リース事業など、子育て家庭の負担感の軽減に努めました。 

○不妊に悩む人の経済的負担の軽減を図りました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●児童相談所と連携した家庭児童相談室や、乳児相談、専門家による乳幼児の個別相談、

ダイヤル相談、ほっとコーナーにおける相談など、多様な相談支援の充実と市民への周

知。 

●子育て家庭のニーズに対応した、一時預かりやファミリー・サポート・センターの充実

と周知。 

●放課後児童クラブのニーズに高まりに応じた指導員の確保。 

●休日夜間急患センター、在宅当番医制の運営。 

●障がい児の特性や成長に応じた支援体制と家族の負担軽減。 

●子どもの年齢や家庭の状況に応じた経済的支援の充実。 

 

基本施策３ ひとり親家庭に対する負担の軽減 

【これまでの主な取組内容】 

○児童扶養手当等、制度による経済的支援をはじめ、ひとり親家庭の自立を支援する相談

機能や体制の充実に取り組みました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●ひとり親家庭への経済的支援及び自立を支援する相談体制や就労支援の充実。 

 

基本施策４ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【これまでの主な取組内容】 

○関係機関と連携し、若者の就業意識や子育てに関する意識、仕事と子育ての両立につい

て啓発活動を実施しました。 

○愛媛労働局等と連携し、市政だよりやＣＡＴＶを活用した広報活動を実施しました。 

○女性の再就職支援を行うとともに、職業生活や家庭生活の相談の充実を図りました。 

○ワーク・ライフ・バランスに対する理解を高めてもらうため、職場参観やファミリーデー

の設定に取り組みました。 

○子育て応援企業・女性活躍等事業所の認定を行い、安心して子どもを産み育てることが

できる環境整備を図りました。 
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今後の主な取組の方向性 

●若者の就業意識や子育てに関する意識の啓発及び市民が参加しやすい取組の検討。 

●関係機関と連携した広報活動の実施。 

●男女が働きやすい環境づくりの推進。 

●女性の再就職に向けた資格・技能習得支援。 

●職業生活・家庭生活相談の充実。 

●関係機関と連携した、ワーク・ライフ・バランスに関する啓発活動の推進と理解の促進。 

●安心して子どもを産み育てることができる職場環境づくりへの啓発。 

 

 

基本方針３ 子どもの笑顔あふれるまちづくり 

 

基本施策１ 親と子の健康と福祉の充実 

【これまでの主な取組内容】 

○妊娠中の健康診査・歯科健康診査、乳幼児健康診査、予防接種を実施しました。 

○育児不安の解消や虐待の未然防止に向け、乳幼児のいる家庭を訪問し、相談等に応じま

した。 

○子どもの成長に応じた食育を妊娠期から推進しました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●妊娠中の健康診査、歯科健康診査、乳幼児健康診査、予防接種の実施。 

●家庭訪問など、妊娠期からの切れ目のない相談支援体制の充実。 

●地域で安心して出産できる環境の整備。 

●児童虐待の早期発見・予防に向けた取組。 

●子どもの成長に応じた食育の推進。 

 

基本施策２ 障がいや発達に遅れのある子どもへの支援 

【これまでの主な取組内容】 

○言語の遅れや発達が気になる子どもへの支援に取り組みました。 

○障がいのある子どもに対して年齢や特性に応じた支援体制の整備を進め、健全育成と保

護者の就労支援や負担軽減を図りました。 

○障がいや発達に課題のある子どもに対し、乳幼児から成人期までライフステージに応じ

た支援体制の整備を進めました。 

○障がいのある子ども一人一人のニーズを把握し、自立や社会参加に向けた取組を支援し

ました。 

○障がい児に対する専門的な療育支援体制の整備を図りました。 
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今後の主な取組の方向性 

●言語の遅れや発達が気になる子どもへの発達検査や早期療育等の支援。 

●障がい児等の保育所での受け入れによる成長発達支援や保護者の就労支援。 

●障がい児の特性や成長に応じた支援体制と家族の負担軽減。 

●障がいや発達に課題のある子どもの早期発見・早期支援。 

●乳幼児期から成人期まで、ライフステージに応じた継続的な支援体制の整備及び地域で

の生活を支援するシステムづくり。 

●自立や社会参加に向けた、主体的な取組の支援及び学校特別支援教育支援員の研修実施。 

●関係機関と連携した、障がいや発達に課題のある子どもに対する専門的な療育支援体制

の整備。 

 

基本施策３ 幼保小の連携の推進 

【これまでの主な取組内容】 

○保育所等の利用中や利用予定の障がい児が、集団保育に適応するための専門的な支援を

提供しました。 

○保育所・幼稚園を巡回し、支援者や保護者にアドバイスを行い、身近な場所での療育を

進めました。 

○幼保小連携推進のノウハウの共有化を図り、先進的な取組を行いました。 

○幼保小の教職員の連携を強化し、横断的かつ重層的な支援に取り組みました。 

○就学前から子どもの人権を尊重する意識の醸成に努めました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●保育所等訪問支援事業に対する保護者への周知と理解の促進。 

●障がい児を受け入れる保育園等の環境整備。 

●保育所・幼稚園の支援者や保護者にアドバイスする巡回相談の実施。 

●幼保小の効果的な連携方策の検討。 

●幼保小の教職員の共通理解と情報の共有化。 

 

 

基本方針４ 子育てによる共育のまちづくり 

 

基本施策１ 家庭における子育て力の向上 

【これまでの主な取組内容】 

○子育て支援に関する講座や親子レクリエーションの講座等を実施し、家庭教育の充実を

図りました。 

○男性の育児参加に向けた活動を推進し、子育て家庭における育児の負担軽減を図りまし

た。 

 



25 

 

○絵本を介した触れ合いを支援するため、５か月児健康相談時にブックスタートパックを

贈呈しました。 

○子育てに対する心構えと知識を身に付けられる子育て事例集（ガイドブック）を作成・

配布しました。 

○子育て経験者と子育て世代との意識差を埋めるための教室を開催しました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●子育て支援に関する出前講座の実施。 

●生涯学習大学における児童・親子対象講座や女性総合センターにおける子育て講座等の

実施。 

●地域における子育てに関する勉強会、親子レクリエーション等の講座の実施。 

●絵本等が入ったブックスタートパックの贈呈及び絵本や読み聞かせに関する相談の実

施。 

●子育てに関する情報をまとめた「子育て応援ブックすくすく」の配布。 

●子育て経験者と子育て世代との意識差を埋める講座の開催及び受講者が地域で活動でき

る場の提供。 

 

基本施策２ 地域における子育て力の再生 

【これまでの主な取組内容】 

○地域と連携した児童虐待の防止及び早期発見・早期対応を図りました。 

○世代間交流事業、地域の子育て家庭への育児講座等、保育所の専門的機能を地域住民に

活用してもらう活動に取り組みました。 

○地域の中で子育てに関わる人材の掘り起こしと活用を図りました。 

 

今後の主な取組の方向性 

●関係機関と連携した、児童虐待の防止及び早期発見・早期対応。 

●助言や事業への協力などによる子ども会等地域活動の充実。 

●保育所の専門的機能を地域住民に活用してもらう活動の実施。 

●子育てに関わる地域の人材の掘り起こしと育成。 

●養成講座受講者が地域で活躍できる場の提供。 

●地域子育て支え合い推進事業の実施に向けた情報収集や、効果的な連携についての検討。 

 

基本施策３ 地域における子どもの健全な発達のための良質な環境整備 

【これまでの主な取組内容】 

○児童センターや児童館において、子どもの健全な育成と親子の交流を図るための遊びの

場を提供しました。 

○図書館において絵本の読み聞かせを行い、読書を通じて生きる力を育む取組を行いまし

た。 
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○世代間交流事業、地域の子育て家庭への育児講座等、保育所・幼稚園の専門的機能を地

域住民に活用してもらう活動に取り組みました。 

○小学校や公民館を活用した子どもたちの居場所を設け、放課後や週末のスポーツ・文化

活動をはじめ、学習習慣の定着と学力の向上を図りました。 

○保育園が地域の子育て支援拠点であることを啓発し、地域内での交流・連携を促進しま

した。 

○子育て支援の広報啓発を行うとともに、子育て家庭と各施設との交流の促進を図りまし

た。 

 

今後の主な取組の方向性 

●子どもの健全な育成と親子の交流を図るための遊びの場の提供。 

●絵本の読み聞かせ等を通じた、子どもの生きる力の育成。 

●保育所・幼稚園の専門的機能を地域住民に活用してもらう活動の実施。 

●放課後子ども教室におけるスポーツ・文化活動の実施及び全校区での放課後子ども教室

開設についての検討。 

●放課後まなび塾の実施及び学習支援員の確保。 

●保育園の地域開放の実施に向けた取組。 

●子育て支援の広報啓発と異世代交流や情報交換の実施。 

●子育て支援イベントの効果的な実施方法についての検討と啓発。 
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【２】 ニーズ調査から読み取れる課題 

 

１ 保護者の就労状況について 

●就学前の母親の約６割が現在就労しており、小学生になると就労割合はさらに高まり、

子どもの成長に伴い就労する母親が増えていく傾向がうかがえます。 

 

【就労形態】 

28.9

8.1

22.7

2.0

34.9

1.4

0.2

1.7

34.8

0.8

41.8

0.0

19.9

2.3

0.0

0.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

フルタイムで働いている

フルタイムだが産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で働いている

パート・アルバイト等（フルタイム以外）だが

産休・育休・介護休業中である

以前は働いていたが現在は働いていない

これまで働いたことがない

母親はいない

無回答

【母親】

就学前児童(N=859)

小学生(N=256)

（％）

 
 

●現在、パート・アルバイト等で就労している就学前の子どもの母親や、現在、就労して

いない母親の多くが、今後、パート・アルバイト等を中心とした就労を希望しています。

今後の就労環境の整備と、そのための子育て支援策の充実が求められます。 

 

 

●子どもの成長に伴い、就労する母親が増えていく傾向を踏まえ、今後の就労環境の整備

と、そのための子育て支援策の充実が求められます。 

 



28 

 

２ 子育て支援施設等の利用について 

●現在「認可保育所」（以下「保育所」と言います。）の利用者が６割と最も多く、以下

「幼稚園」が約２割、「認定こども園」が約１割の利用状況となっています。今後の利

用希望（ニーズ）でも「保育所」が約４割と最も高く、「幼稚園」が３割以上、「認定

こども園」が約２割で続きます。また、施設を選ぶ際に重視することでは、「教育や保

育の内容」をはじめ、「自宅から近い」という立地条件などが多く回答されています。 

 

【子育て支援施設の今後の利用希望（ニーズ）】 

33.4

27.2

41.7

20.7

6.4

2.9

7.0

4.2

4.4

7.0

1.6

14.1

4.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

その他の認可外の保育施設（※）

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

特に利用したいものはない

無回答

（％）

就学前児童（N=859）

 

※その他の認可外の保育施設（企業主導型保育施設を含む） 

 

【子育て支援施設の年齢別ニーズ（抜粋）】 

全体(N=859)

０歳児(n=38)

１歳児(n=45)

２歳児(n=51)

３歳児(n=41)

４歳児(n=35)

５歳児以上(n=64)

年

齢
別

33.4

43.6

34.5

38.0

37.3

25.3

26.9

0.0 20.0 40.0 60.0

【幼稚園】

（％）

 

41.7

59.8

51.7

47.1

36.7

31.5

33.5

0.0 20.0 40.0 60.0

【認可保育所】

 

20.7

33.3

25.0

19.8

19.0

17.1

14.7

0.0 20.0 40.0 60.0

【認定こども園】

 

 

 

 

●最もニーズが高い「保育所」の入園希望者は、０歳児から２歳児に多く、特に０歳児は

その６割が希望を示しています。 
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●子育てしやすい社会のために必要と思う支援策をみると「働きながら子育てできる環境

づくり」が７割以上と最も高くなっています。 

 

【子育てしやすい社会のために必要と思う支援策（上位項目抜粋）】 

75.2

63.3

59.6

44.2

39.2

36.6

34.8

60.5

60.5

38.7

41.8

19.5

25.0

25.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

働きながら子育てできる環境づくり

安全・安心な子どもの遊び場の充実

子連れでも利用しやすい道路や建物・施設などの整備

子どもが自然とふれあう場や機会の充実

多様な保育事業の拡充

男女が共に子育てに参加できる環境づくり

子育てに困ったときに気軽に相談できる場所の充実

就学前児童(N=859)

小学生(N=256)

（％）

 

 

●地域子育て支援拠点施設の今後の利用希望は、現在の利用を大きく上回り、ニーズの高

さがうかがえます。 

 

 

●子どもが３歳未満の早い段階から、保護者が働きながら子育てできる環境づくりが求め

られています。それに伴い、教育や保育を提供するための人材の確保、技術・技能を含

む質の向上も必要です。 

●地域子育て支援拠点施設の所在や機能等についての周知・情報提供の充実が必要です。 
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３ 多様な保育サービスについて 

●保育所等の土曜や日祝の利用については、土曜日が約半数、日祝は２割の保護者が「利

用したい」と回答しており、長期休暇中の利用については、約６割の保護者が「ほぼ毎

日」若しくは「週に数日」利用したいと回答しています。 

●家庭で子どもをみている保護者の利用を中心とする「一時保育事業」の現在の利用率は

１割未満と僅かですが、今後の利用希望は４割以上を占め高いニーズがうかがえます。

また、宿泊を伴う預かりが必要となった割合は１割程度みられました。 

●最近１年間に、子どもが病気やけがのときに保育所や幼稚園などを利用できなかった保

護者の割合は約８割と多く、仕事を休んだ保護者のうち約４人に１人が「病児・病後児

のための保育施設等を利用したいと思った」と回答しています。小学生では、保護者が

仕事を休むことについては、４割以上の保護者が「難しい」と回答しています。 

 

 

●保育所等の土曜日や休日に利用できる施設の拡充や、長期休業中の利用についての対応

が求められます。 

●一時預かり事業や子育て短期支援事業など、今後は、より分かりやすく事業の内容を周

知していくとともに、利用しやすい提供体制の整備が必要です。 

●子どもが病気のときなど対応について、職場の理解を深めていく施策の検討が必要であ

るとともに、「新居浜市病児・病後児保育事業」について、広く情報提供をしていくこ

とが必要です。 

 

 

４ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の調和）の推進について 

●子育てしやすい社会のために必要と思う支援策は、「働きながら子育てできる環境づく

り」が最多となっています。 

●育児休業を取得したことがある就学前の子どもの母親は、約４割みられますが、育児休

業を取得せずに退職したり、勤務先に制度がなかったりするケースもみられます。 

●仕事と子育ての両立については、「子育てに関する職場や家族の理解・協力」が、高い

割合で求められています。 

 

 

●ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の調和）の継続的な推進が必要です。 

●子育て支援施設における多様な保育サービスの充実や、関係機関と連携した子育てしや

すい就労環境づくり、市民や事業所への啓発活動の強化、育児休業や産休取得後のスムー

ズな職場復帰支援などの取組が引き続き必要です。 
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５ 妊娠中・出産時からの支援について 

●妊娠中・出産時の情報提供や相談体制については、８割以上が「満足」と回答していま

すが、「不満」も１割程度みられます。本市が「子育てしやすいまちである」と回答した

人ほど「満足」への回答が多く、逆に、「子育てしやすいと思わない」と回答した人ほど

「不満」への回答が多くなっています。また、子育ての不安や負担を感じる人ほど、「不

満」の割合が高くなっています。妊娠中・出産時の情報提供や相談体制が「子育てのし

やすさ」や「子育ての不安や負担感」への評価につながっている可能性がうかがえます。 

 

【妊娠・出産時の情報提供等に対する満足度】 

35.4 

54.0 

32.9 

18.5 

15.8 

15.6 

25.1 

46.0 

64.6 

50.5 

40.1 

55.2 

53.8 

31.6 

40.6 

58.0 

49.9 

27.7 

10.4 

4.3 

9.4 

20.0 

28.9 

31.3 

14.2 

3.5 

4.6 

2.0 

0.9 

6.2 

21.1 

12.5 

1.8 

0.3 

1.5 

1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

2.6 

0.8 

0.3 

1.5 

凡例（％）

就学前児童(N=859)

【子育てしやすいまちだと思うこと】

思う(n=187)

どちらかといえば思う(n=554)

どちらかといえば思わない(n=65)

思わない(n=38)

【子育ての不安や負担感】

非常に感じる(n=64)

やや感じる(n=379)

あまり感じない(n=339)

まったく感じない(n=65)

満足 どちらかと

いえば満足

どちらかと

いえば不満

不満 無回答
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●子育てに関する不安や負担は、就学前の子ども、小学生の保護者共に過半数が感じてい

ます。また、子育てに関する悩みは、就学前の子どもの保護者では、「育児の方法（しつ

け）」や「経済的負担」「発達・発育」「子どもの教育」「食事や栄養」など、多岐にわたっ

ています。しかし、子育てに関する相談先は、主に家族や友人・知人など身近な人が中

心となっています。 

 

【子育てに関する悩み（上位項目抜粋）】 

53.6

34.0

32.9

32.4

31.8

31.4

26.4

24.3

23.7

23.2

16.1

42.6

32.0

18.0

43.0

17.6

29.3

20.3

18.8

12.1

24.2

28.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

育児の方法（しつけなど）に関すること（※）

経済的な不安や負担に関すること

発達・発育に関すること

子どもの教育に関すること

食事や栄養に関すること

子どもを叱りすぎているような気がすること

病気に関すること

子育てのストレスがたまっているような気がすること

仕事や自分のやりたいことが十分できないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

友だち付き合い（いじめ等を含む）に関すること

就学前児童(N=859)

小学生(N=256)

（％）

 
※小学生では、「しつけなどに関すること」 

 

●エンゼルヘルパー派遣事業については、約半数が「知らなかった」と回答しており、今

後、周知・情報提供の充実が必要です。 

 

 

 

●妊娠や出産時の市からの情報提供の充実をはじめ、「子育て世代包括支援センター」（す

まいるステーション）における、保健・育児に関する様々な相談機能の周知が必要です。 

●親子の健康づくりへの包括的な支援とともに、エンゼルヘルパー派遣事業など、きめ細

かな支援が必要です。 
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６ 小学生の放課後の過ごし方について 

●放課後児童クラブを利用している小学生の割合は約３割ですが、今後の利用希望は４割

以上と高いニーズがみられます。利用者の満足度はおおむね高くなっていますが、「利

用できる曜日や時間」等に対する不満がやや高くなっています。今後、利用時間等の検

討が必要です。 

●放課後児童クラブについては、平日だけではなく、長期休業中における利用希望も多く

みられます。また、利用したい学年も「６年生まで」と、今後の需要の増加が見込まれ

ます。 

●地域のボランティア指導者や協力者のもとで、子どもが自主的に参加し遊びを楽しんだ

り、ものづくりや体験学習、世代間交流などを行ったりする「放課後子ども教室」につ

いては、現状の小学生の利用は僅かですが、今後の利用については、約２割の希望がみ

られました。 

 

 

●放課後児童クラブについて、今後の需要の増加が見込まれます。利用時間帯の検討をは

じめ、指導員の確保が課題となります。 

●長期休業中の放課後児童クラブの利用についての検討が必要です。 

●子どもの豊かな心を育む環境として、子どもが自主的に行動し、様々な体験活動によっ

て豊かな人間性を育成する環境が期待されており、放課後子ども教室の充実が必要です。 

 

 

７ 子育てに対する不安の解消について 

●子育て支援センターは、子育てに関する情報提供や相談、助言などを行う本市における

地域の子育て支援拠点として、様々な支援活動を行っています。 

 

 

●子育て中の保護者が、子どもや子育てについて様々な悩みや不安を抱え、地域から孤立

するようなことがないよう、子育て支援センターにおける相談機能の充実や子育て支援

のネットワークづくりなど、支援体制の拡充を図る必要があります。 
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８ 配慮の必要な子どもへの支援について 

●子どもへの暴力的言動等については、就学前の子ども、小学生の保護者共に、６割以上

が「必要以上に大声で怒鳴ったことがある」と回答しており、「感情のままにたたいたこ

とがある」も３割程度みられます。 

●介護と子育てを同時に行うダブルケアについては、就学前の子ども、小学生の保護者共

に、１割未満となっています。 

●小学生の保護者では、約半数が「経済的なゆとりがない」と回答しています。小学生の

保護者が理想とする子どもの進学先として、ゆとりがあると回答した保護者では「大学・

短大」が最も多くなっていますが、ゆとりがないと回答した保護者では「高等学校」が

多くなっています。必要な支援としては、小学生の保護者の６割以上が「子どもの就学

にかかる費用の軽減」と回答しています。 

 

【理想とする子どもの進学先】 

16.0 

5.6 

13.9 

19.7 

9.0 

6.1 

13.1 

54.3 

61.1 

60.9 

47.5 

4.3 

22.2 

2.6 

3.3 

3.9 

5.2 

3.3 

11.7 

11.1 

10.4 

13.1 

0.8 

0.9 

凡例（％）

小学生(N=256)

【経済的ゆとり別】

ゆとりがある(n=18)

ふつう(n=115)

ゆとりがない(n=122)

高等

学校

専門

学校

大学・

短大

大学院 その他 わから

ない

無回答

 

 

 

●児童虐待をはじめ、ひとり親家庭や障がい児への支援、ダブルケア家庭や子どもの貧困

対策など、配慮を必要とする子どもや家庭の問題は、多様化・複雑化しています。援助

を必要とする子育て家庭への支援や、より専門的な支援を行うための人材の確保や育成

など、継続的な支援に向けた取組が必要です。 
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９ 地域との関わりについて 

●近所の人との付き合い程度では、就学前の子どもの保護者は、「困ったときに助け合う

人がいる」割合が小学生の保護者よりも低くなっていますが、就学前の子ども、小学生

保護者共に、それぞれ７割以上が「子育てがしやすいまち」と感じており、半数以上が

新居浜市に「住み続けたい」と回答しています。 

●新居浜市が「子育てしやすいまちである」と回答した人ほど、「ずっと住み続けたい」

への回答が多く、逆に、「子育てしやすいと思わない」と回答した人ほど「転出したい」

への回答が多くなっています。 

 

【新居浜市での永住意向】 

54.5 

70.1 

56.9 

26.2 

10.5 

24.6 

21.9 

26.9 

27.7 

5.3 

1.0 

2.1 

0.9 

3.6 

1.6 

12.3 

36.8 

15.0 

5.3 

13.7 

33.8 

47.4 

1.3 

0.5 

凡例（％）

就学前児童(N=859)

【子育てしやすいまちだと思うこと】

思う(n=187)

どちらかといえば思う(n=554)

どちらかといえば思わない(n=65)

思わない(n=38)

ずっと住み

続けたい

当分の間は

住みたい

転出する

予定がある
が戻りたい

転出したい わからない 無回答

 

 

●子育てしやすい社会のために必要と思う支援策は、「働きながら子育てできる環境づく

り」に次いで、「安全・安心な遊び場」「道路や建物・施設などの整備」などが多くなっ

ています。 

 

 

●安全な遊び場や防犯、交通安全対策など、子どもの安全・安心の確保が求められており、

子育て家庭が暮らしやすい生活環境の整備が引き続き必要です。 
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第４章 計画の基本的な考え方 

 

【１】 基本理念 

 

第１期計画においては、「子どもがまんなか 家庭と地域を笑顔でつなぎ みんなが育つ 

あかがねのまち」という基本理念を掲げ、就学前の教育・保育提供体制の整備をはじめ、

安心して妊娠、出産ができる環境づくり、仕事と子育ての両立支援などを総合的、計画的

に推進してきました。 

一方、第１期計画の点検、評価結果やこの度のニーズ調査では、本計画に向けての継続

的な課題や新たな課題が確認できました。このような多様な課題に対応し、安心して子育

てができる環境づくりを引き続き推進するため、本計画においては、第１期計画の基本理

念を継続し、より一層の子育て支援の充実を図ります。 

 

【本計画の基本理念】 
 

子どもがまんなか 家庭と地域を笑顔でつなぎ 

みんなが育つ あかがねのまち 

 

 

【２】 基本方針 

 

基本理念の実現に向けて、本計画では次の六つの「基本方針」を掲げ、それぞれに「基

本施策」を定めます。「基本施策」に基づいて進める個別の取組については、第１期計画

で実行してきた個別の事業に対して、現状に応じた見直しや新たな事業の追加など、環境

の変化に対応した取組を推進します。 

 

【基本方針１】 子育て家庭を支えるまちづくり 

【基本方針２】 仕事と子育てを両立できるまちづくり 

【基本方針３】 安心して子育てできるまちづくり 

【基本方針４】 健やかな成長を支えるまちづくり 

【基本方針５】 配慮が必要な子どもにやさしいまちづくり 

【基本方針６】 地域で子どもを見守るまちづくり 
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【３】 施策体系 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】子どもがまんなか 家庭と地域を笑顔でつなぎ 

みんなが育つ あかがねのまち 

〔基本方針１〕 

子育て家庭を支える 

まちづくり 

基本施策１ 家庭のニーズに応じた受入体制の整備 

基本施策２ 多様な保育サービスの提供 

基本施策３ 保育士の確保と質の向上 

〔基本方針２〕 

仕事と子育てを両立できる 

まちづくり 

基本施策１ 多様な就労ニーズに応じた支援 

基本施策２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

〔基本方針３〕 

安心して子育てできる 

まちづくり 

基本施策１ 情報提供の充実と多様な相談への対応 

基本施策２ 親子の交流とネットワークづくり 

基本施策３ 子育てに伴う経済的負担の軽減 

〔基本方針４〕 

健やかな成長を支える 

まちづくり 

基本施策１ 妊娠期からの切れ目ない支援 

基本施策２ 親子の健康づくり 

〔基本方針５〕 

配慮が必要な子どもに 

やさしいまちづくり 

基本施策１ ひとり親家庭への支援 

基本施策２ 障がいのある子どもへの支援 

基本施策３ 児童虐待等の防止 

〔基本方針６〕 

地域で子どもを見守る 

まちづくり 

基本施策１ 子育て力を高める学びの場の充実 

基本施策２ 健全な子どもの居場所づくり 

基本施策３ 地域で見守るつながりづくり 

基本施策４ 幼保小の連携の推進 
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第５章 基本方針及び基本施策の取組 

 

【基本方針１】 子育て家庭を支えるまちづくり 

 

入所を希望する子どもの低年齢化等、保育ニーズの環境変化を踏まえた教育・保育施設

の受入体制整備や、多様な保育サービスの充実を図り、子育て家庭を総合的に支援します。 

 

基本施策１ 家庭のニーズに応じた受入体制の整備 

事業名 主な取組内容 担当課 

教育・保育の量

的確保と質的向

上 

○保護者の就労等により保育を必要とする子どもを保

育します。 

【実施目標】 

◆通常保育、障がい児保育、休日保育事業の継続実施 

子育て支援課 

預かり保育・延

長保育事業の実

施 

○私立幼稚園、私立保育所、認定こども園において、開

園時間を延長し、就労している家庭のニーズに応じた

預かりサービスを提供します。 

【実施目標】 

◆預かり保育、延長保育事業の継続実施 

子育て支援課 

休日保育事業の

実施 

○日曜日及び祝祭日において、保育を必要とする家庭を

支援するため、休日保育サービスを実施します。 

【実施目標】 

◆休日保育事業の継続実施 

令和４（2022）年度 １施設［利用定員６人/日］ 

令和６（2024）年度 １施設［利用定員６人/日］ 

子育て支援課 

認定こども園の

整備 

○多様な教育・保育施設を確保するため、認定こども園

移行に向けた協議を進めます。 

【実施目標】 

◆認定こども園の整備充実 

令和３（2021）年度 １施設 

子育て支援課 
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事業名 主な取組内容 担当課 

放課後児童健全

育成事業の充実 

○保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生を

対象として、学校の余裕教室等を活用し、生活と遊び

の場を提供します。 

○受入学年の拡充に伴う指導員の確保に努めます。 

○今後、放課後子ども教室との連携体制の強化について

検討を進めます。 

○今後、放課後子ども教室・放課後まなび塾との連携体

制の強化について検討を進め、一体的に実施します。 

【実施目標】 

◆放課後児童健全育成事業の充実 

学校教育課 

 

 

基本施策２ 多様な保育サービスの提供 

事業名 主な取組内容 担当課 

一時預かり事業

の実施 

○１歳以上の未就学児で、保護者の就労や傷病、私的理

由等により緊急又は一時的に保育を必要とする子ど

もを預かります。 

【実施目標】 

◆一時預かり事業の継続実施及び拡充 

子育て支援課 

ファミリー・サ

ポ ー ト ・ セ ン

ター事業の充実 

○子育てを支援するために、子育ての手助けをしてほし

い人（依頼会員）と、子育ての手助けができる人（提

供会員）が、地域の中で相互に援助を行います。 

○市民へのさらなる周知を図ります。 

【実施目標】 

◆ファミリー・サポート・センター事業の充実 

子育て支援課 

子育て短期支援

事業（ショート

ステイ）の実施 

○保護者の疾病、出産、経済的問題等により、子どもを

養育することが困難な場合に、緊急一時的な保護を実

施します。 

【実施目標】 

◆子育て短期支援事業（ショートステイ）の継続実施 

令和４（2022）年度 ２施設 

令和６（2024）年度 ２施設 

子育て支援課 

東新学園 
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事業名 主な取組内容 担当課 

子育て短期支援

事業（トワイラ

イトステイ）の

実施 

○保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間又は休

日に不在となり、児童を養育することが困難な場合

に、児童を通所させ生活指導や食事の提供等を行いま

す。 

【実施目標】 

◆子育て短期支援事業（トワイライトステイ）の継続実

施 

令和４（2022）年度 １施設 

令和６（2024）年度 １施設 

東新学園 

病児・病後児保

育事業の実施 

○乳児、幼児又は小学生が病気で、保護者が家庭で保育

できないときに、専用施設で一時的に保育を行いま

す。 

○広報等を活用し、事業の周知に努めます。 

【実施目標】 

◆病児・病後児保育事業の継続実施 

令和４（2022）年度 １施設 

令和６（2024）年度 １施設 

子育て支援課 

 

 

基本施策３ 保育士の確保と質の向上 

事業名 主な取組内容 担当課 

保育士人材バン

クの活用 

○保育士不足の解消と保育士の安定的な確保を図るた

め、柔軟な保育の提供体制を整備します。 

【実施目標】 

◆保育士人材バンクの設置及び活用 

子育て支援課 
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【基本方針２】 仕事と子育てを両立できるまちづくり 

 

保護者の就労状況や就労を希望する母親の増加等を踏まえ、安心して働きながら子育て

できるよう、仕事と家庭生活（子育て）を両立するための環境づくりや就労に向けた支援

を推進します。 

 

基本施策１ 多様な就労ニーズに応じた支援 

事業名 主な取組内容 担当課 

男女が働きやす

い環境の実現に

向けたセミナー

の開催 

○誰もが働きやすい環境づくりを進めるとともに、女性

総合センターにおいて、再就職援助事業を実施しま

す。 

【実施目標】 

◆再就職に向けた資格・技能習得支援の継続実施 

男女共同参画

課 

職業生活・家庭

生活相談の充実 

○女性総合センターにおいて職業生活や家庭生活に関

する相談を行います。 

【実施目標】 

◆職業生活、家庭生活相談の継続実施 

男女共同参画

課 

若者の就業意識

や子育てに関す

る意識の啓発 

○新居浜市雇用対策協議会を通じて、インターンシップ

実施に向けた研修等を実施します。 

○若年者を対象とした合同企業説明会を開催します。 

○愛媛労働局等と連携し、市政だよりを活用した広報活

動を実施します。 

【実施目標】 

◆若者の就業意識や子育てに関する意識の啓発活動の

継続実施 

産業振興課 

 

基本施策２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

事業名 主な取組内容 担当課 

ハローワーク・

商工会議所・市

内企業等との連

携 

○関係機関と連携し、仕事と家庭生活（子育て）の調和

（ワーク・ライフ・バランス）に関する啓発活動につ

いて、検討を行います。 

【実施目標】 

◆ハローワーク、商工会議所、市内企業等との連携の継

続実施 

産業振興課 
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事業名 主な取組内容 担当課 

子 育 て 応 援 企

業・女性活躍等

事業所の認定 

○安心して子どもを産み育てることができる環境づく

りに向けて、企業等への啓発に努めます。 

【実施目標】 

◆子育て応援及び女性活躍等を推進している企業に対

して、認定プラス付加価値による企業のイメージアッ

プと雇用の促進 

男女共同参画

課 
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【基本方針３】 安心して子育てできるまちづくり 

 

子育てサロンなど、親子が気軽に集うことができる場の充実や、子育て支援サークル等

のネットワーク化を図るとともに、地域との交流を促進し子育ての孤立感を軽減します。 

子育て応援プロジェクトをはじめ、子育て支援のための各種手当や制度の周知に努め、

経済的負担感の軽減を図ります。また、国や県の子どもの貧困対策との調整を図りながら、

生活が困難な環境にある子ども対する支援の充実を図ります。 

 

基本施策１ 情報提供の充実と多様な相談への対応 

事業名 主な取組内容 担当課 

子育て支援に関

する情報の提供 

○子育て家庭が必要としている情報を取りまとめ、でき

るだけ早く、分かりやすい情報提供に努めます。 

【実施目標】 

◆育児を応援する行政サービス情報ガイド「ママフレＷ

ｅｂサイト」による情報提供継続 

子育て支援課 

子育て支援に関

する窓口の一元

化 

○子育て支援に関する窓口の一元化を図り、各部署や関

係機関、団体等で取り組んでいる施策を集約し、情報

発信します。また、情報の効率的な整理、統合に努め

ます。 

【実施目標】 

◆子育て支援に関する窓口の一元化 

◆子育て関連情報の集約・発信 

子育て支援課 

子育て支援相談

体制の充実 

○身近な地域において、子育て家庭が必要とする情報提

供をはじめ、相談、助言等を行えるよう、妊娠期から

子育て期の支援体制の充実を図ります。 

【実施目標】 

◆利用者支援事業の継続実施 

令和４（2022）年度 ３施設 

令和６（2024）年度 ３施設 

子育て支援課 

保健センター 

ほっとコーナー

の実施 

○主任児童委員が相談の受け手となり、不登校の子ども

の親の悩みや子育ての相談に応じ、子育ての不安の解

消や子どもへのサポートを行います。また、市民への

周知方法について検討します。 

【実施目標】 

◆ほっとコーナーの継続実施 

地域福祉課 
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事業名 主な取組内容 担当課 

子 育 て 事 例 集

（ ガ イ ド ブ ッ

ク）の充実 

○子育てに関する情報をまとめた「子育て応援ブックす

くすく」を配布します。 

【実施目標】 

◆子育て事例集（ガイドブック）の充実・配布 

子育て支援課 

 

 

基本施策２ 親子の交流とネットワークづくり 

事業名 主な取組内容 担当課 

子育てサロン事

業の充実 

○各公民館等において、主任児童委員が中心となり、地

域福祉関係者の参加や協力を得て、地域の子育てをし

ている保護者と、婦人会や自治会などの子育て経験者

との交流の場を提供します。 

【実施目標】 

◆市内各校区における子育てサロン事業の継続実施 

地域福祉課 

子育てに関する

ＮＰＯ等各種市

民活動団体への

支援 

○子育てに関する各種市民活動団体のネットワーク化

などの支援に取り組みます。 

【実施目標】 

◆各種市民活動団体への支援の継続実施 

地域コミュニ

ティ課 

校区別子ども・

子育て会議の設

置 

○市内各校区の実態把握を踏まえた調査研究を行い、地

域と子育て家庭をつなぐ「組織化」について検討、協

議します。 

【実施目標】 

◆市内各校区において、子育て支援の推進母体となる組

織の設置運営 

子育て支援課 

保護者が気軽に

集い、意見を出

し合える場の設

置 

○子育てしている保護者が気軽に集まり、意見や感想を

出し合える場の提供に努めるとともに、よりよい内容

や方法を検討します。 

【実施目標】 

◆にいはま子育て部ミーティング（茶話会）の実施 

男女共同参画

課 
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事業名 主な取組内容 担当課 

子育て家庭応援

プロジェクト事

業の推進 

○子育て支援及び少子化対策に資するため、本市の特性

と保護者のニーズに合った包括的で有効な政策を推

進します。 

【実施目標】 

◆第二子以降の出生時に紙おむつを購入できる応援券

を配布する愛顔の子育て応援事業の継続実施 

◆子育て応援パスポート交付事業の継続実施 

子育て支援課 

地域子育て支援

拠点事業の実施 

○子育て家庭のニーズに対応した、一時預かりなど施設

機能の充実、強化を図ります。 

【実施目標】 

◆地域子育て支援拠点事業の継続実施 

令和４（2022）年度 ８施設 

令和６（2024）年度 ８施設 

子育て支援課 

保育園の地域開

放（保育園へ行

こうデーの設定

など） 

○保育園の地域開放の実施に向け協議を行うとともに、

保育園が地域における子育て支援拠点（赤ちゃん休憩

所を含む）であることの普及啓発を図り、地域内での

交流や連携を促進します。 

【実施目標】 

◆保育園の地域開放の実施（保育園へ行こうデーの設定

など） 

子育て支援課 

子育て支援イベ

ントの開催 

○子育て支援イベント等の開催により、子育て支援の広

報啓発と異世代交流や情報交換について、効果的な実

施方法を検討し、内容の充実に努めます。 

【実施目標】 

◆子育て支援イベントの継続開催 

子育て支援課 
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基本施策３ 子育てに伴う経済的負担の軽減 

事業名 主な取組内容 担当課 

児童手当の支給 

○受給要件を満たす保護者に対して児童手当を支給し、

経済的負担の軽減に努めます。 

【実施目標】 

◆児童手当支給の継続実施 

子育て支援課 

就学前医療費の

助成 

○就学前児童の保険診療の自己負担分を助成し、経済的

負担の軽減に努めます。 

【実施目標】 

◆就学前医療費助成の継続実施 

子育て支援課 

不妊治療費の助

成 

○不妊に悩む人が特定又は一般不妊治療を受けたとき

にその費用を助成し、経済的負担を軽減します。 

【実施目標】 

◆不妊治療費助成の継続実施 

保健センター 

三世代同居又は

家庭内保育世帯

に対する支援 

○三世代同居が可能な世帯の促進や、家庭外と家庭内に

おける保育に対する行政支援の不公平の是正を図る

ため、経済的支援を行います。 

【実施目標】 

◆三世代同居の促進 

◆子育て応援パスポート事業の継続及び愛顔の子育て

応援事業の実施 

地方創生推進

課 

子育て支援課 

子どもの貧困対

策の推進 

【新規】 

○経済的理由により、生活が困難な家庭状況にある子ど

もに気付き、早期の支援を図るため、保育所や学校、

民生児童委員、主任児童委員等関係機関と連携し、適

切に支援が行き届くよう、見守り活動の充実に努めま

す。 

【実施目標】 

◆貧困に関する計画の策定 

地域福祉課 

子育て支援課 

実費徴収に係る

補 足 給 付 事 業

【新規】 

○新制度に移行していない幼稚園において、年収 360 万

円未満相当世帯及び第三子以降の子どもがいる世帯

を対象とし、給食費のうち副食費分を給付することに

よる支援を行います。 

【実施目標】 

◆幼児教育の充実 

学校教育課 
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【基本方針４】 健やかな成長を支えるまちづくり 

 

妊娠期の不安を軽減し、安心して妊娠、出産に臨めるよう、妊娠期からの切れ目のない

きめ細かな支援を推進するとともに、関係機関と連携しながら親子の健康づくりを推進し、

子どもの健やかな成長を支援します。 

 

基本施策１ 妊娠期からの切れ目ない支援 

事業名 主な取組内容 担当課 

両親学級・育児

学級の開催 

○妊娠、出産、育児の知識の習得とともに、仲間づくり

を促進するため、妊婦とその家族を対象としたコース

学習を実施します。 

○より参加しやすい実施方法について検討を進めます。 

【実施目標】 

◆両親学級、育児学級の継続実施 

保健センター 

母子健康手帳の

交付 

○妊娠の届出により、母子健康手帳を交付し、妊娠から

出産まで安心して健康に過ごせるよう、保健指導を行

います。 

【実施目標】 

◆母子健康手帳交付の継続実施 

保健センター 

子育て世代包括

支援センターで

の相談支援の充

実 

○子育て世代包括支援センター（すまいるステーショ

ン）において、妊娠届出時のアンケートや相談内容に

基づき妊婦支援計画を作成し、支援サービスに関する

情報提供や相談支援など、妊娠期からの切れ目のない

包括的な支援を行います。 

【実施目標】 

◆子育て応援プランの作成 

◆妊婦支援計画立案 

◆相談支援（電話・訪問） 

◆関係機関との連絡調整 

◆産後ケア 

保健センター 

乳児家庭全戸訪

問事業の実施 

○生後４か月までの乳児がいる家庭に対し全戸訪問を

行い、育児不安が解消されるように相談等に応じま

す。 

【実施目標】 

◆乳児家庭全戸訪問事業の継続実施 

令和４（2022）年度 718 人 

令和６（2024）年度 684 人 

保健センター 

 



48 

 

事業名 主な取組内容 担当課 

子 育 て ネ ッ ト

ワーク事業の実

施 

○生後３～５か月頃の家庭に対して、主任児童委員等が

見守り訪問等による支援活動を行います。 

【実施目標】 

◆子育てネットワーク事業の継続実施 

保健センター 

エ ン ゼ ル ヘ ル

パー派遣事業の

推進 

○妊娠、出産期にある家庭に対して、必要に応じてヘル

パーを派遣します。 

【実施目標】 

◆エンゼルヘルパー派遣事業の継続実施 

子育て支援課 

乳幼児相談の充

実 

○５か月児健康相談を月２回、おおむね６か月から１歳

までの乳児を対象に、乳児相談を月１回実施します。 

○保健師、栄養士、歯科衛生士により、乳幼児の個別の

相談やダイヤル相談を実施します。 

【実施目標】 

◆乳幼児相談の充実 

保健センター 

 

 

基本施策２ 親子の健康づくり 

事業名 主な取組内容 担当課 

休日夜間急患セ

ンターの運営 

○新居浜市医師会内科・小児科急患センターにおいて、

内科・小児科の休日診療、夜間診療、深夜（小児）診

療を行います。 

【実施目標】 

◆休日夜間急患センターの継続実施 

保健センター 

在宅当番医制の

運営 

○各担当医師の診療所において、外科の休日診療を行い

ます。 

【実施目標】 

◆在宅当番医制の継続実施 

保健センター 

妊婦健康診査・

歯科健康診査の

実施 

○委託医療機関において、妊娠中に健康診査、歯科健康

診査を実施します。 

【実施目標】 

◆妊婦一般及び歯科健康診査の継続実施 

保健センター 

乳児一般健康診

査の実施 

○委託医療機関において、乳児一般健康診査を実施しま

す。 

【実施目標】 

◆乳児一般健康診査の継続実施 

保健センター 
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事業名 主な取組内容 担当課 

幼児健康診査の

実施 

○１歳６か月児、３歳児健康診査を実施します。 

【実施目標】 

◆幼児健康診査の継続実施 

保健センター 

養育支援訪問事

業の実施 

○子どもの健全育成を促進するとともに、虐待の未然防

止に取り組むため、妊婦及び乳幼児のいる家庭を訪問

して、早い時期から個別の相談等に応じます。 

【実施目標】 

◆養育支援訪問事業の継続実施 

保健センター 

予防接種の実施 

○法令に定められた定期予防接種を実施します。 

【実施目標】 

◆予防接種法及び感染症予防法に基づく予防接種の継

続実施 

保健センター 

産科医等確保支

援事業の実施 

○産科医を確保し、地域で安心して出産ができる環境を

整備します。 

【実施目標】 

◆産科医等確保支援事業の継続実施 

保健センター 

食育推進計画に

基 づ く 食 力

（ し ょ く じ か

ら）の推進 

○妊娠期から切れ目なく、子どもの成長に応じた食育を

推進し、適切な食習慣を確立するとともに、共食や調

理体験等を通じて、親子の愛情を育み、親子の絆を深

めます。 

【実施目標】 

◆食育推進計画に基づく食力（しょくじから）の推進 

保健センター 

 

 

 



50 

 

【基本方針５】 配慮が必要な子どもにやさしいまちづくり 

 

ひとり親家庭への生活支援や障がい児への支援など、配慮が必要な子どもや家庭を支援

し、安心して生活できる環境づくりを推進します。また、児童虐待の発生予防、早期発見

に向け、関係機関との連携や啓発を強化します。 

 

基本施策１ ひとり親家庭への支援 

事業名 主な取組内容 担当課 

子育て支援相談

体制の充実 

【再掲】 

○身近な地域において、子育て家庭の必要とする情報提

供をはじめ、相談、助言等を行えるよう、妊娠期から

子育て期の支援体制の充実を図ります。 

【実施目標】 

◆利用者支援事業の継続実施 

令和４（2022）年度 ３施設 

令和６（2024）年度 ３施設 

子育て支援課 

保健センター 

児童扶養手当の

支給 

○支給要件を満たす母親又は養育者に対して、扶養を支

援する手当を支給するとともに、適正な事務の運営に

努めます。 

【実施目標】 

◆児童扶養手当支給の継続実施 

子育て支援課 

ひとり親家庭医

療費の助成 

○受給要件を満たすひとり親家庭について、保険診療の

自己負担分を助成するとともに、適正な事務の運営に

努めます。 

【実施目標】 

◆ひとり親家庭医療費助成の継続実施 

子育て支援課 

母子父子寡婦福

祉資金の貸付 

○就学支度金、修学資金、転宅資金等の貸付について相

談や申請を行います。 

【実施目標】 

◆母子父子寡婦福祉資金貸付の継続実施 

子育て支援課 

母子家庭等対策

総合支援事業の

実施 

○自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等

の支給や、ひとり親家庭学習支援事業等を実施し、ひ

とり親家庭への総合的な支援を行います。 

【実施目標】 

◆母子家庭等自立支援給付金事業の継続実施 

◆ひとり親家庭学習支援事業の継続実施 

子育て支援課 
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事業名 主な取組内容 担当課 

母子及び父子相

談の充実 

○母子・父子自立支援員が生活上の相談を受け、自立を

支援します。 

【実施目標】 

◆母子及び父子相談の充実 

子育て支援課 

 

 

基本施策２ 障がいのある子どもへの支援 

事業名 主な取組内容 担当課 

障がい児タイム

ケア事業の実施 

○障がい児（小中高校生）を対象に、放課後や長期休業

中において、適切な遊びや生活指導等を実施し、障が

い児の健全育成と保護者の就労支援及び家族の負担

軽減を図ります。 

【実施目標】 

◆障がい児タイムケア事業の継続実施 

地域福祉課 

日中短期入所事

業の実施 

○障がい児の日中における活動の場を確保し、保護者の

就労支援及び家族の負担軽減を図ります。 

【実施目標】 

◆日中短期入所事業の継続実施 

地域福祉課 

障がい児家庭へ

の各種手当の支

給 

○障害児福祉手当、特別児童扶養手当（20 歳未満）な

ど障がい児を持つ家庭への支援を行います。 

【実施目標】 

◆障がい児家庭への各種手当支給の継続実施 

地域福祉課 

子育て支援課 

自立支援給付事

業の実施 

○保護者が病気等で家庭での介護が困難な場合の短期

入所事業や居宅介護事業等を行い、障がい児の健全育

成と保護者の負担軽減を図ります。 

【実施目標】 

◆自立支援給付事業の継続実施 

地域福祉課 

障がい児通所支

援事業の実施 

○障がい児の年齢や障がい特性に応じて「児童発達支

援」や「放課後等デイサービス」等の通所支援を行い、

障がい児の健全育成と保護者の負担軽減を図ります。 

【実施目標】 

◆障がい児通所支援事業の継続実施 

地域福祉課 
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事業名 主な取組内容 担当課 

障がい児相談支

援の実施 

○障がい児支援利用計画の作成、サービス事業者等との

連絡調整及び利用状況を検証し、計画内容の見直しを

行うモニタリングなど、利用者の適切なサービス利用

に向けたきめ細かな支援を行います。 

【実施目標】 

◆障がい児相談支援の継続実施 

地域福祉課 

発達相談の実施 

○言語の遅れや発達が気になる子どもに対して、個別や

集団で発達支援の相談の場を設け、必要に応じて発達

検査や早期療育等の支援につなげます。 

【実施目標】 

◆発達相談の継続実施 

発達支援課 

保健センター 

障がい児保育事

業の充実 

○保育所で行う集団保育が適切に実施できる範囲内で、

保育を必要とする障がい児等を保育所で受け入れ、障

がい児等の成長発達を図るとともに、保護者の就労を

支援します。 

【実施目標】 

◆障がい児保育事業の充実 

子育て支援課 

発達支援の推進 

○障がいや発達に課題のある子どもの早期発見、早期支

援を行うとともに、乳幼児期から成人期までのライフ

ステージに対応した継続的で一貫した支援体制の整

備に努め、地域で共に育ち、学び、働き、暮らす支援

のシステムづくりを進めます。 

【実施目標】 

◆発達支援の推進 

発達支援課 

特別支援教育の

推進 

○障がいのある児童生徒一人一人の教育ニーズを把握

し、自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する

とともに、適切な支援につながるよう、特別支援教育

支援員の研修や指導を行います。 

【実施目標】 

◆特別支援教育の推進 

発達支援課 
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事業名 主な取組内容 担当課 

経過観察児フォ

ローアップ事業

の実施 

○経過観察を必要とする幼児と保護者を支援します。 

○参加しやすい保護者交流会開催に向け、内容について

検討します。 

【実施目標】 

◆経過観察児フォローアップ事業の継続実施 

◆にこにこクラブ卒業後の保護者を対象とした交流会

の実施 

保健センター 

地域における療

育支援体制の整

備 

○関係機関と情報の共有を行い、障がいや発達課題のあ

る子どもに対する専門的な療育支援体制の整備を図

ります。 

【実施目標】 

◆地域における療育支援体制の整備 

地域福祉課 

発達支援課 

児童発達支援セ

ンター設置の推

進【新規】 

○国の整備方針により、地域の中核的な療育支援施設と

して、関係各課と設置に向けた協議を進めます。 

【実施目標】 

◆児童発達支援センターの整備 

子育て支援課 

地域福祉課保

健センター 

発達支援課 

 

 

基本施策３ 児童虐待等の防止 

事業名 主な取組内容 担当課 

家庭児童相談の

充実 

○子育て支援課に家庭児童相談室を設置し、家庭環境、

児童養育、児童虐待等について相談に応じるととも

に、児童相談所と連携し、適切な対応を行います。 

【実施目標】 

◆家庭児童相談の充実 

子育て支援課 

児童虐待の早期

発見・予防の充

実 

○見守り等による児童虐待の早期発見に努め、子どもの

最善の利益を確保します。 

【実施目標】 

◆児童虐待の早期発見・予防の充実 

保健センター 

子育て支援課 

要保護児童対策

地域協議会の充

実 

○地域の関係機関との連携を図りながら、児童虐待の防

止及び早期発見、早期対応を図ります。 

○子ども家庭総合支援拠点の設置を検討します。 

【実施目標】 

◆要保護児童対策地域協議会の充実 

◆子ども家庭総合支援拠点の設置 

子育て支援課 
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【基本方針６】 地域で子どもを見守るまちづくり 

 

地域の関係機関と連携して、多様な体験活動や子育てを学ぶ機会の充実を図り、地域全

体で子育てを支える意識の醸成を図ります。また、絵本の読み聞かせなどを通じて、子ど

もの豊かな心を育み、親子の交流を図る機会を充実します。 

 

基本施策１ 子育て力を高める学びの場の充実 

事業名 主な取組内容 担当課 

出前講座の実施 

○子育て支援に関する出前講座を実施します。 

【実施目標】 

◆出前講座の継続実施 

地域コミュニ

ティ課 

生 涯 学 習 大 学

（児童・親子対

象講座）の実施 

○生涯学習大学において「ラジオ体操ひろめ隊」の自主

活動により、児童・親子対象講座を開催します。 

【実施目標】 

◆生涯学習大学（児童・親子対象講座）の継続実施 

社会教育課 

生涯学習セン

ター 

女 性 総 合 セ ン

ターにおける子

育て講座の実施 

○女性総合センターにおいて子育て講座などを実施し

ます。 

【実施目標】 

◆女性総合センターにおける子育て講座の継続実施 

男女共同参画

課 

公民館における

家庭教育講座の

実施 

○地域における子育てに関する勉強会、親子レクリエー

ション等の講座の実施を促進し、家庭教育の充実を図

ります。 

【実施目標】 

◆公民館における家庭教育講座の継続実施 

社会教育課 

ブックスタート

事業の実施 

○赤ちゃんと保護者の絵本を通じた触れ合いを支援す

るため、５か月児健康相談（月２回）時に、絵本等が

入ったブックスタートパックを贈呈するとともに、絵

本や読み聞かせに関する相談に応じます。 

【実施目標】 

◆ブックスタート事業の継続実施 

図 書 館 

保健センター 
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基本施策２ 健全な子どもの居場所づくり 

事業名 主な取組内容 担当課 

児童センター・

児童館の活用 

○市内４か所の児童センターや児童館において、子ども

の健全な育成と親子の交流を図るための遊びの場を

提供し、児童の健全育成を図ります。 

○出前児童館を実施し、地域組織活動への協力を行いま

す。 

【実施目標】 

◆児童センター、児童館の活用 

子育て支援課 

図書館の活用 

○図書館において、絵本の読み聞かせ等を行い、読書を

通じて生きる力を育みます。 

【実施目標】 

◆図書館の活用 

◆図書館での絵本読み聞かせ 

図 書 館 

放課後子ども教

室の実施 

○公民館等を活用して、安全、安心な子どもの居場所を

設け、地域住民・団体・企業等の参画による放課後や

週末のスポーツ、文化活動等の体験・交流活動を実施

します。 

○未開設の校区についても、今後、開設を検討します。 

○放課後児童クラブと連携して実施します。 

【実施目標】 

◆放課後子ども教室の継続実施 

令和４（2022）年度 参加延べ人数/教室 10,000 人 

令和６（2024）年度 参加延べ人数/教室 10,000 人 

学校教育課 

（H29～） 

放課後まなび塾

の実施 

○小学校や公民館を活用して、放課後に学習支援員のサ

ポートによる学習の場を設けることにより、学習習慣

の定着と学力の向上を図ります。 

○夏休みなどの長期休業中の実施の充実を図ります。 

○実施する小学校区の増加に対応し、学習支援員の確保

に努めます。 

○放課後児童クラブと連携して実施します。 

【実施目標】 

◆放課後まなび塾の継続実施 

令和４（2022）年度 開設数 15 か所／15 小学校区 

令和６（2024）年度 開設数 15 か所／15 小学校区 

学校教育課 

 

 

 



56 

 

基本施策３ 地域で見守るつながりづくり 

事業名 主な取組内容 担当課 

地域ボランティ

アによる見守り

活動の推進 

○学校や地域との連携を深め、登下校時における子ども

の見守り活動や声掛け運動などを行い、交通事故や犯

罪からの被害防止に努めます。 

【実施目標】 

◆市内小学校区（16 校区）における地域ボランティア

による見守り活動の継続実施 

学校教育課 

保育所地域活動

事業の充実 

○保育所の専門的機能を地域住民に活用してもらうた

め、世代間交流事業や地域の子育て家庭への育児講

座、保育所卒園児童との交流活動等を行います。 

【実施目標】 

◆保育所地域活動事業の充実 

子育て支援課 

地域子育て人材

バンクの活用 

○地域の中で子育てに関わる人材の掘り起こしと育成

を行うとともに、養成講座受講者が地域で活躍できる

場の提供に努めます。 

【実施目標】 

◆地域子育て人材バンクの設置及び活用 

子育て支援課 

教育・保育施設

等の活用 

○保育所、幼稚園の専門的機能を地域住民に活用しても

らうため、世代間交流事業や地域の子育て家庭への育

児講座、卒園児童との交流活動等を行います。 

【実施目標】 

◆教育・保育施設等の活用 

子育て支援課 

学校教育課 

社会教育課 

安全・安心な魅

力ある公園づく

り【新規】 

○子どもや高齢者をはじめ、誰もが安全に安心して訪れ

ることができる都市公園に再整備します。 

【実施目標】 

◆ブランコ、ジャングルジム等の遊具及びベンチ、東屋

等の改築・更新 

都市計画課 
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基本施策４ 幼保小の連携の推進 

事業名 主な取組内容 担当課 

巡回相談の実施 

○保育所、幼稚園に心理の専門家等と訪問し、障がいや

発達に課題のある子ども一人一人のニーズに合った

支援について、支援者及び保護者にアドバイスを行い

ます。幼児にとって一番身近な場所における療育を進

め、必要に応じて、こども発達支援センターや児童発

達支援事業所につなぎます。 

【実施目標】 

◆巡回相談の実施 

発達支援課 

幼保小の教職員

の連携強化 

○幼保小の効果的な連携方策の検討及び各教職員の共

通理解と一層の情報の共有化を推進し、子どもの健や

かな育ちを横断的かつ重層的に支援します。 

【実施目標】 

◆幼保小の教職員の連携強化 

学校教育課 

子育て支援課 
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第６章 子ども・子育て支援事業計画の基本施策 

 

【１】 教育・保育の提供区域の設定について 

 

市町村は子ども・子育て支援法及び国の指針に基づき、その地理的条件、人口、交通事

情その他の社会的条件、教育・保育施設の整備の状況等を総合的に勘案して、教育・保育

の提供区域を定めることとされています。  

本市では、保育所、幼稚園、認定こども園の配置状況や子どもの人数を勘案し、第１期

計画と同様、川西地区、川東地区、上部西地区、上部東地区の４区域を設定します。 

 

【圏域の設定】 

圏域 
０～５歳児 

人口※ 

小学校

数 
小学校名 

中学校

数 
中学校名 

川西地区 1,801 人 ５校 

新居浜小、宮西小、

金子小、金栄小、惣

開小 

３校 北中、南中、西中 

川東地区 1,405 人 ５校 

高津小、浮島小、神

郷小、多喜浜小、垣

生小 

２校 東中、川東中 

上部西地区 1,012 人 ２校 中萩小、大生院小 ２校 中萩中、大生院中 

上部東地区 1,347 人 ４校 
泉川小、船木小、角

野小、別子小 
４校 

泉川中、船木中、角

野中、別子中 

※人口は平成 31（2019）年４月１日現在の住民基本台帳（外国人を含む） 

 

【２】 教育・保育等の量の見込みと提供体制の確保 

 

「子ども・子育て支援法」では、全ての子どもの良質な成育環境を保障し、子育て家庭

を社会全体で支援することを目的として、幼児期の教育・保育の一体的な提供、保育の量

的な拡充、家庭における養育支援の総合的な推進を目指しています。 

国の指針では、計画を着実に推進するため、今後５年間の教育・保育事業及び地域子ど

も・子育て支援事業の見込量と、その確保方策について定めることとしています。 

見込量の算出に当たっては、国の手引きに基づく「ニーズ調査結果から算出（推計）す

る方法」と、平成 27（2015）年度以降の「各事業実績から算出（推計）する方法」があり、

本市では、各事業の特性に応じていずれかの推計方法を用いた「量の見込み」を定めます。 
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【参考／対象となる施設・事業】 

教育・保育施設 

幼稚園 

小学校以降の学習や生活の基礎を作るため、幼稚園で子どもを預かり、

就学前の教育を提供します。また、保育が必要な場合、降園時間後等に

子どもを預かる事業を実施している施設もあります。 

新制度に移行している幼稚園は、利用料が無料となります。 

認可保育所 

保護者の就労等により保育が必要な場合に、認可を受けた保育所で子ど

もを預かり、乳幼児期からの生きる力を養うための養護と教育が一体と

なった保育を提供します。 

０～２歳児は住民税非課税世帯、３歳児以上は利用料が無料となります。

（副食費を除く。） 

認定こども園 

保護者の就労状況にかかわらず、幼稚園と保育所が一体となった施設で

子どもを預かり、教育・保育を提供する施設です。 

０～２歳児は住民税非課税世帯、３歳児以上は利用料が無料となります。 

地域型保育 

認可を受けて、少人数の単位で、０～２歳児の子どもを預かる事業です。

地域の様々な状況に合わせて、保育の場を確保します。小規模保育、家

庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育があります。 

 

施設等利用給付 

教育・保育給付の

対象外である幼稚

園 

新制度の幼稚園において、利用者負担額を上限として利用料が無償化さ

れます。 

特別支援学校等に

おける障がい児の

発達支援の利用 

３～５歳児の障がい児の発達支援（障がい児通園施設）を利用する子ど

もについて、利用者負担額が無償化されます。 

認可外保育施設等 

保育の必要性の認定を受けた３～５歳児を対象として、認可保育所にお

ける保育料の全国平均額までの利用料が無償化されます。０～２歳児に

ついては、住民税非課税世帯を対象として、月額利用料が無償化されま

す。（一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病

児保育事業、子育て援助活動支援事業等） 

預かり保育事業 

保育の必要性の認定を受けた３～５歳児を対象として、幼稚園や認定こ

ども園の利用料に加え、利用実態に応じて認可保育所における保育料の

全国平均額と、幼稚園保育料無償化の上限額との差額である最大額まで

の範囲で、預かり保育の利用料が無償化されます。 
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【３】 教育・保育事業の量の見込みと確保方策 

 

１ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期 

「教育・保育施設による量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期（確保方策）」

を次のとおり設定します。 この事業計画に基づき、計画期間において必要な教育・保育

施設の整備を計画的に実施していきます。 

 

（単位：人） 

 

令和２（2020）年度 令和３（2021）年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 ３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見込み 

必要利用定員総数 1,029 1,841 202 982 972 1,878 208 1,006 

提
供
区
域 

川西地区 592 596 72 308 559 608 74 316 

川東地区 184 442 63 260 174 451 65 267 

上部西地区 49 345 33 178 47 351 34 182 

上部東地区 204 458 34 236 192 468 35 241 

②確保方策 

特定教育・保育施設 718 1900 232 843 904 1,934 235 855 

確認を受けない幼稚園 560 239 0 0 355 209 0 0 

地域型保育事業 0 0 30 93 0 0 30 93 

認可外保育施設 0 37 34 118 0 37 34 118 

計 1,278 2,176 296 1,054 1,259 2,180 299 1,066 

提
供
区
域 

川西地区 701 769 99 384 682 773 102 396 

川東地区 205 546 70 253 205 546 70 253 

上部西地区 162 347 61 199 162 347 61 199 

上部東地区 210 514 66 218 210 514 66 218 

過不足（②ー①） 249 335 94 72 287 302 91 60 

 

 

参考：教育・保育の認定について（保育の必要性の認定） 

子ども・子育て支援新制度に基づく教育・保育を利用する場合は、以下の区分に沿った「教

育・保育の認定」を受ける必要があります。  

【１号認定】保育を利用しない３～５歳児（幼稚園、認定こども園）  

【２号認定】保育を必要とする３～５歳児（保育所、認定こども園） 

【３号認定】保育を必要とする０～２歳児（保育所、認定こども園、地域型保育） 
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（単位：人） 

 

令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 ３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見込み 

必要利用定員総数 919 1,915 215 1,030 868 1,954 222 1,054 

提
供
区
域 

川西地区 528 620 77 324 499 633 80 331 

川東地区 165 460 67 273 155 469 69 279 

上部西地区 44 358 35 186 42 365 36 191 

上部東地区 182 477 36 247 172 487 37 253 

②確保方策 

特定教育・保育施設 904 1,934 235 855 904 1,934 235 855 

確認を受けない幼稚園 355 209 0 0 355 209 0 0 

地域型保育事業 0 0 30 93 0 0 30 93 

認可外保育施設 0 37 34 118 0 37 34 118 

計 1,259 2,180 299 1,066 1,259 2,180 299 1,066 

提
供
区
域 

川西地区 682 773 102 396 682 773 102 396 

川東地区 205 546 70 253 205 546 70 253 

上部西地区 162 347 61 199 162 347 61 199 

上部東地区 210 514 66 218 210 514 66 218 

過不足（②ー①） 340 265 84 36 391 226 77 12 

 

 

令和６（2024）年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見込み 

必要利用定員総数 821 1,993 229 1,080 

提
供
区
域 

川西地区 472 646 83 340 

川東地区 147 478 71 286 

上部西地区 39 373 37 195 

上部東地区 163 496 38 259 

②確保方策 

特定教育・保育施設 904 1,934 235 855 

確認を受けない幼稚園 355 209 0 0 

地域型保育事業 0 0 30 93 

認可外保育施設 0 37 34 118 

計 1,259 2,180 299 1,066 

提
供
区
域 

川西地区 682 773 102 396 

川東地区 205 546 70 253 

上部西地区 162 347 61 199 

上部東地区 210 514 66 218 

過不足（②ー①） 438 187 70 ▲14 
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提供体制 

確保方策 

の考え方 

●幼児期の特定教育・保育施設としては、幼稚園と保育所、認定こども園に

おいて、量の見込みに応じた定員数を確保できるよう、受入体制の充実や

施設整備等に取り組みます。 

●地域型保育事業（小規模保育事業等）については、引き続き保護者のニー

ズを把握しながら、必要性について検討します。 

 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期 

「地域子ども・子育て支援事業による量の見込みと提供体制の確保の内容及び実施時期

（確保方策）」を次のとおり設定します。 この事業計画に基づき、計画期間において必

要な事業を計画的に提供していきます。 

 

（１）利用者支援事業 

子どもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供

及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を行います。 

 

 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

基本型・ 特

定型 
（子育て支援

センター） 

量の見込み か所 2 2 2 2 2 

確保方策 か所 2 2 2 2 2 

母子保健型 
（子育て世代

包括支援セ

ンター） 

量の見込み か所 1 1 1 1 1 

確保方策 か所 1 1 1 1 1 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●子育て支援センター、保健センター、子育て支援課内に利用者支援事業を

担当する職員を配置し、利用者の相談支援を行います。また、関係機関と

情報共有し、連携して支援をするネットワーク体制の強化を図ります。 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

地域の身近な場所で子育て中の親子の交流を図り、子育ての不安軽減や仲間づくりの支

援を行います。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み 延べ人 61,332 60,372 59,232 58,200 57,192 

確保方策 か所 8 8 8 8 8 

 



63 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●事業の周知や充実に努め、乳幼児の親子がより利用しやすい施設を目指す

とともに、人口減少等に伴う量の見込みの減少も加味しながら、今後も引

き続き、多くの利用につながるよう内容の充実に取り組みます。 

 

（３）妊婦健康診査事業 

医療機関において定期的に乳児の成育具合や妊婦の健康状態を確認し、母子共に健康で

安心した出産ができるよう支援する事業です。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み 

対象人数 人/年 773 755 737 720 703 

健診回数 回 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 

延べ受診人

数 
人回 9,199 9,060 8,918 8,784 8,647 

確保方策 

実施場所 - 医療機関等 

検査項目 - 妊婦一般健康診査、超音波検査、血液検査等 

実施時期 - 通年 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●医療機関での妊婦健診に係る費用の一部助成を行い、現在の体制を維持、

継続します。 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

乳児のいる全ての家庭を保健師が訪問し、乳児の発育状況の確認、母親の健康相談、育

児相談及び子育て支援に関する情報提供等を行う事業です。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み 人 753 735 718 700 684 

確保方策 人 753 735 718 700 684 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●保健センターの保健師や看護師により「こんにちは赤ちゃん訪問事業」と

して現在の体制を維持し、安心して子育てできるよう支援します。 
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（５）養育支援訪問事業 

育児に不安のある人や養育環境が気になる家庭に対して、支援が必要な場合に保健師が

訪問して、保護者の育児や家事等の養育能力を向上させるための支援（相談支援、育児、

家事援助など）を行う事業です。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み 件 550 550 550 550 550 

確保方策 件 550 550 550 550 550 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●関係機関と連携しながら、特に支援が必要な対象者の家庭に対し保健師・

保育士等を派遣し、継続的に支援します。 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病や出産、冠婚葬祭やその他の理由で、家庭において一時的に児童を養育す

ることが困難になった場合に、宿泊を伴った一時預かりを行う事業です。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み 延べ人 0 0 0 0 0 

確保方策 か所 2 2 2 2 2 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●保護者の疾病等による一時的な養育困難者に対するサービスとして、現在

の提供体制を維持、継続していきます。 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

子育ての援助をしてほしい人と、子育ての援助をしたい人が育児の相互援助を行う事業

です。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み 延べ人 213 209 204 198 193 

確保方策 か所 1 1 1 1 1 
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提供体制 

確保方策 

の考え方 

●現在のセンター体制を維持し、ニーズに応じてきめ細かく利便性の高い事

業を展開します。また、事業の周知を行います。 

 

（８）一時預かり事業 

保護者の就労や疾病・出産などにより、保育が一時的に困難となった場合に、保育所等

において一時的な預かりを行う事業です。 

幼稚園及び認定こども園（短時間）の在園児については、「幼稚園・認定こども園（短

時間）における預かり保育」により実施し、保育所、幼稚園、認定こども園に在籍してい

ない場合は「保育所等における一時保育」により実施します。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

幼稚園・ 認

定 こ ど も 園

短時間在園

児対象 

量の見込み 延べ人 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 

 

１号認定 延べ人 0 0 0 0 0 

２号認定 延べ人 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 

確保方策 

延べ人 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 

か所 7 7 7 7 7 

保育所等に

おける一時

保育 

量の見込み 延べ人 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 

確保方策 

延べ人 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 

か所 9 9 9 9 9 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●引き続き、利用ニーズに応じた事業実施に努めます。 

 

（９）時間外保育事業（延長保育：保育所、認定こども園 長時間） 

通常の保育時間を超えて保育を行う事業です。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み① 人 388 378 371 363 357 

確保方策② 

人 390 380 373 365 359 

か所 19 19 19 19 19 

過不足（②－①） 人 2 2 2 2 2 
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提供体制 

確保方策 

の考え方 

●今後も引き続き、利用者のニーズに対応できる提供体制を確保します。 

 

（10）病児・病後児保育事業 

児童が病気により集団保育が困難であり、家庭で保育ができないときに、看護師、保育

士がいる専用施設内で一時的に預かる事業です。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み 延べ人 381 371 365 356 350 

確保方策 

延べ人 960 960 960 960 960 

か所 1 1 1 1 1 

総定員 960 960 960 960 960 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●事業の周知や情報提供に努め、利用希望に応じて対応します。 

 

（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

就労等により保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後に適切な遊び及び生活

の場を提供し、健全な育成を図る事業です。 

 

 単位 

令和２ 

（2020） 

年度 

令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

量の見込み① 人 2,079 2,040 1,989 1,939 1,886 

 

低学年 人 1,364 1,345 1,310 1,279 1,235 

高学年 人 715 695 679 660 651 

確保方策② 人 2,079 2,040 1,989 1,939 1,886 

過不足（②－①） 人 0 0 0 0 0 

 

提供体制 

確保方策 

の考え方 

●放課後児童クラブは、現在の体制を維持し、小学６年生までの児童の受け

入れを継続します。 

●放課後まなび塾や放課後子ども教室との連携を推進します。 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、子育て支援施設等に対して保護者が支払うべき

日用品、文房具等物品の購入に要する費用や、行事への参加に要する費用等を助成する事

業です。 

本市では、新制度に移行していない幼稚園において、年収３６０万円未満相当世帯及び

第３子以降の子どもがいる世帯を対象とし、給食費のうち副食費分を給付することによる

支援を行います。 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設等の量的拡大を進める上で、多様な事業

者の新規参入を支援するほか、認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受入体

制を構築することで、良質かつ適切な教育保育等の提供体制の確保を図る事業です。 

教育・保育及び地域型保育の「量の見込み」を的確に把握し、新規参入の必要性が生じ

た場合には、新規施設事業者が円滑に事業を実施できるよう、新規施設等に対する実施支

援、相談、助言等の実施を検討します。 
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第７章 計画の推進 

 

１ 庁内推進体制の充実 

子育て支援の取組は、福祉、保健、教育など多岐にわたっています。本計画の推進に当

たっては、多様化する教育・保育事業に対する保護者のニーズに的確に対応できるよう、

庁内の関係部署が十分な連携を図り、分野横断的に様々な取組を推進する体制の充実を図

ります。また、保育士や幼稚園教諭、保健師、栄養士など、様々な専門職への研修等の充

実により、技術や専門性の向上を図ります。 

 

２ 関係機関との連携の強化 

社会全体で子育て支援を推進していくためには、市民や関係団体、事業所、行政の協働

により施策を推進していく必要があります。市民及び関係機関等への子育て支援に対する

意識の醸成をはじめ、地域における担い手の育成、確保を図りながら、協働してそれぞれ

の役割を果たしていくための体制の整備に努めます。 

 

３ 計画の達成状況の点検及び評価 

施策の推進状況等については、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理に基づき、定期的に庁

内で点検、評価を実施するとともに、「新居浜市子ども・子育て会議」を適宜開催し、子

育て支援の取組に対する実施状況の検証を行い、今後の取組への反映に努めます。 

 

 

【参考／ＰＤＣＡサイクルのプロセスイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（ＰＬＡＮ） 

○設定した目標の達成に向けた活動

を立案する。 

実行（ＤＯ） 

○計画に基づき実行する。 

点検・評価（ＣＨＥＣＫ） 

○活動を実施した結果を整理し、点

検、評価する。 

改善（ＡＣＴＩＯＮ） 

○点検、評価結果に基づき、計

画の目標や活動を見直す。 
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資料編 

 

１ 新居浜市子ども・子育て会議条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７

７条第１項及び第３項の規定に基づき、同条第１項の合議制の機関として、新居浜市子ども・子育

て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置くとともに、当該子ども・子育て会議の組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げるもののほか、市長又は新居浜市教育

委員会の諮問に応じて、子ども・子育て支援（法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援をい

う。以下同じ。）に関する事項について調査審議する。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）法第６条第２項に規定する保護者 

（２）保育関係者 

（３）教育関係者 

（４）関係団体から推薦された者 

（５）子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

（６）子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

（７）その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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４ 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意

見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ど

も・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 新居浜市子ども・子育て会議委員名簿 

 

区   分 委 員 名 備考 

(１) 保護者 公募市民 篠原 実夢  

(２) 保育関係者 私立保育園 合田 史宣 副会長 

(３) 教育関係者 私立幼稚園 鈴木 純子  

(４) 
関係団体から推 

薦された者 

私立保育園代表 合田 幸広 会長 

私立幼稚園代表 村上伊津紀  

商工会議所代表 小野 愛子  

民生児童委員代表 直野眞壽美  

連合自治会代表 三並  保  

(５) 

子ども・子育て

支援に関する事

業に従事する者 

認定こども園事業者 立花久美子  

地域型保育事業者 明比 清美  

病児・病後児保育事業者 住 竜太郎  

子育て支援拠点事業・利

用者支援事業 
森  孝美  

(６) 

子ども・子育て

支援に関し学識

経験のある者 

小学校代表 高浜  武  

公民館代表 久保 弥生  

児童センター代表 高橋由紀子  

(７) 
その他市長が必

要と認める者 
― ―  

計 15 名 
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